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The Creed of
Junior Chamber International

We Believe; 
That faith in God gives meaning
and purpose to human life; 
That the brotherhood of man
transcends the sovereignty of nations; 
That economic justice can best be won 
by free men through free enterprise; 
That government should be of laws
rather than of men; 
That earth's great treasure lies in
human personality; and
That service to humanity is the best
work of life

JCI綱領
我々はかく信じる： 
「信仰は人生に意義と目的を与え
人類の同胞愛は国家の主権を超越し
正しい経済の発展は
自由経済社会を通じて最もよく達成され
政治は人によって左右されず法によって
運営さるべきものであり
人間の個性はこの世の至宝であり
人類への奉仕が人生最善の仕事である
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JCI Mission

To　provide　development　opportunities
That　empower　young　people
to　create　positive　change

より良い変化をもたらす力を青年に与えるために
発展・成長の機会を提供すること

JC宣言
日本の青年会議所は

希望をもたらす変革の起点として
輝く個性が調和する未来を描き
社会の課題を解決することで
持続可能な地域を創ることを誓う

JCI Vision

To be the leading global network
of young active citizens

青年の行動的市民活動を支援する
国際的なネットワークをもつ先導的機関となる

綱　　　領

われわれＪＡＹＣＥＥは
社会的・国家的・国際的な責任を自覚し
志を同じうする者　相集い　力を合わせ
青年としての英知と勇気と情熱をもって
明るい豊かな社会を築き上げよう
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　 　 『 J C 宣 言 』 解 説

日本の青年会議所は
　まず初めに、全国の会員にも外部の方にも、この
ＪＣ宣言文の主体が誰なのかを明確にし、組織とし
ての責任と役割、そして運動の方向性を再確認する
ことが必要です。
　「青年会議所は」と明示することで、この宣言文
が会員個人ではなく、「組織」としての宣言である
ことを示しています。
　また、「日本の」とすることで、国内における全
ての青年会議所がＪＣ宣言文の主語であることを明
示し、志を同じくする全国の会員同士の強い「連帯
」も表現しています。

希望をもたらす変革の起点として
　青年会議所は、明るい豊かな社会を創るために、
社会により良い変化を生み出す「変革」を運動とし
て起こすことに挑戦し続けてきました。
　物事のはじまりを意味する「起点」は、青年会議
所が「率先して行動する組織（Do-tank）」であれと
いう矜恃を表現し、私達から社会変革を生み出して
いくという意志も表しています。
　そして、その運動によって生み出すものの本質は、
誰もが、社会と自らの人生をより良くすることがで
きると実感する「希望」であることを示しています。

輝く個性が調和する未来を描き
　昨今の潮流の中で、グローバリズムからナショナ
リズムへ、また利他から利己へと、行き過ぎた国家
主義や個人主義が助長され、国家間のみならず地域
社会の中においても「分断」や「対立」が生まれて
おり、２０２０年に発生した新型コロナウイルスの
感染拡大によって、それは加速しています。
　本来であれば、考え方や生き方の違いは二項対立
の構図ではなく、多様性や包括性といった価値観の
中で、異なる「個性」として尊ばれるべきものです。
　「調和」は、同調を強要し個性を抑圧するもので
はありません。「人間の個性はこの世の至宝である」
と信じる青年会議所は、特定の政治思想にも、また、
ナショナリズムや宗教、人種、ジェンダーにも偏ら
ず、あらゆる若者が挑戦できる社会に開かれた組織
であるからです。
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　この様に、広がりつつある「分断」の時代におい
て、様々な個性やアイデンティティの架け橋となる
「未来を描く」強い意志を示しています。

社会の課題を解決することで
　青年会議所は「社会に対して何をする組織なのか
？」という問いに対する明確な答えを表しています。
地域に根差す青年会議所の運動は、社会の幅広い課
題を抽出し、自らそれを解決することと位置付けて
います。
　「社会の課題」とは、地域固有の課題だけではな
く、経済の再生や少子化、高齢化といった国家的な
課題、あるいは気候変動や人権問題といった国際的
な課題を含み、およそ青年が取り組むべき様々な課
題を包括しています。どの様な社会課題であっても、
それは地域だけではなく国家や世界と複雑に関係し
合っているからです。
　だからこそ、私たちは、多面的な「社会課題」を
解決する運動を地域毎に起こし、そして、私たちが
持つ組織のネットワークによって全国、あるいは世
界的な運動へと拡大させ、より良い社会を創り出す
ことができることを表しています。

持続可能な地域を創ることを誓う
　日本の青年会議所は、１９９０年に「地方分権推
進宣言」を、さらに、２０１９年には「ＳＤＧｓ推
進宣言」を総会で決議しました。
　「持続可能」とは、地域の人口や財政、環境を持
続可能なものとするに留まらず、そこに住まう全て
の人々が笑顔で生きがいを持ち、自ら挑戦し続ける
ことができる社会を意味します。
　全国各地の青年会議所が様々な社会課題を解決す
ることで、自らが住まう地域を持続可能なものとし、
そしてその総和によって「明るい豊かな社会」を創
ることを誓う形で宣言しています。

サ ー ビ ス ＝ 社会への奉仕

トレーニング ＝ 個人の修練

フレンドシップ ＝ 世界との友情

J C の 三 信 条

　１９５０年５月１日に、現在の日本青年会議
所の前身であるＪＣ懇談会の中で、ＪＣ運動の
行動綱領としてこの三信条が採択された。　こ
の三信条の意は、ＪＣ運動とは、若い人々が集
まって自己啓発・修練を行なう場であり、培か
われた力を用いて地域社会にサービス（奉仕）
することである。そして、そのトレーニング・
サービスを支える力として、会員全員、同志を
貫くフレンドシップ（友情）がある。
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公益社団法人 彦根青年会議所
設立趣意書

　大戦により打ちひしがれた日本経済も漸く再建の
軌道に乗りつつありますが、幾多苦難に充ちた情勢
にあり、世界に伍して完全な自立日本経済を確立す
るのは重責は愈々吾等青年の双肩にあるものと存じ
ます。斯く吾々青年の重責を思考する時、吾々は青
年としての覚醒を促されると共に強き奮起を覚ゆる
ものであります。　
　幸いに先に青年の国際的機関として「国際青年会
議所」の設立を見、更に数十ケ国に各国青年会議所
が結成せられ、国籍・人種を超越したる青年の交歓
が行われて居ります。我が国においても既に東京を
初め主要都市には続々その設立が実現され、社団法
人日本青年会議所も設立されたのであります。
　当彦根市も産業都市・観光都市として更に一層の
充実と飛躍が要望せらるる時に当たり、かかる国際
的連繋と国内諸都市との協調によってより健全なる
郷土の発達を期して市内在住の青年経済人が大同団
結し、茲に「彦根青年会議所」の設立を企画した次
第であります。吾々は茲に志を同じうする青年相寄
り彦根青年会議所を設立して、商工青年の親睦を通
じ、「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友
情」の三大目標を掲げて活潑なる実践活動を行い、
良き経済人として彦根産業の進運に寄与致したいと
念願するものであります。幸い郷土諸賢の賛同と御
支援により吾々の企図するところの実を挙げしめら
れることを切望するものであります。

公益社団法人 彦根青年会議所
      歴代理事長及びスローガン　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           理事長
1953～55年度　　　　　　　　　　　　　　　　　  中川芳之助
1956年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大日方正明
1957年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　木下　武三
1958年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　角　栄次郎
1959年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加納　久吉
1960年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中　綱雄
1961年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　近藤喜久三
1962年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森江　俊二
1963年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小出　信雄
1964年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　樋口　敏雄
1965年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宇田　勘造
1966年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丸橋　泰蔵
1967年度  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩崎　義雄
1968年度　15周年   新たな勇気と情熱を                近藤長太郎
1969年度　指導力みがく熱意に未来をこめて           木田　隆夫
1970年度　みんなで築こう   住みよい "まち" を       堀    部明
1971年度　住みよいまちづくりへ示そう 
　　　　　　　　　　　　  われらの自覚と責任　　藤居　孝典
1972年度　若人が共に歩もう   あしたのために        小幡　善治
1973年度　フレッシュなＪＣ活動をおこそう           松田　亘史
1974年度　心の豊かさで目指そう   明日の社会        原    幸男
1975年度　若さと叡智で社会のいしずえとなろう　　田島　茂洋
1976年度　厳しい自覚   正しい認識   示せ行動    　　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　  あしたのために　　藤田　昌利
1977年度　豊かな理性   たくましい行動    　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　  創ろう明日の社会　　川居　正則
1978年度　理性と情熱で深めよう連帯感    　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　  創ろう誇りあるまち　　正村　嘉規
1979年度　自信と勇気で可能性への挑戦　　　　  　伊藤　武彦
1980年度　豊かな心   厳しい自覚   
　　　　　　　　　　  創ろう明日のまちづくり　　一圓　億夫
1981年度　集うＪＡＹＣＥＥ   燃やせ情熱
    　　　　　　　　 めざそう明日のまちづくり　　宮川　孝昭
1982年度　若き団結と情熱でめざそう
　　　　　　　　　　　　　  誇れるまちづくり　　夏原　平和
1983年度　活かそう30年の歩み 　
　　　　　　　　　  進めよう誇りあるまちづく　　清水　克己
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1984年度　育くもう豊かな感性  
　　　　　　　　　　　  創ろうゆとりある社会　　中川    明
1985年度　新たな発想   ひろげよう地域の輪
     　　　　　　すすめよう活力あるまちづくり　　清水　裕一
1986年度　活力あるまちづくり　勇気ある行動を
              おこそう　21世紀をめざして　　　　　  佐竹    穂
1987年度　21世紀の扉を拓くために、今……           片岡　哲司
1988年度　Old and New 新たな発想先進の気概                       
　　　　　で創ろう  新しい価値誇りあるまち         小出　英樹
1989年度　築こう、魅力と誇りあるまち    　　　　　　　　　
　       　　　　　　　　　 いま彦根のこころで　　木村　泰始
1990年度　めざせ    明日へのまちづくり進もう                                    
                                  われら知・気・遊・人　　一圓外志夫
1991年度 調和と研鑽で
                   創ろう活力と潤いのある人・まち　　伊吹　之男
1992年度　創造! 知のRE・SORT  
                                  夢あるまちをめざして　　上田　豊弘
1993年度　先人のゆめを未来へ   
                               歩もう共創のまちづくり　　加納　滋康
1994年度　変革の気概で   
                         めざそう誇りあるまちづくり　　森原　勇治
1995年度　見つけよう自分らしさ 育てようライフス
                  タイル まちは夢あるわくわくフィールド  　棚橋　勝道
1996年度　ひと・まち・ゆめ   起こそう
                                    魅力あふれる新気流　　田附    弘
1997年度　新しい時代の風  
                            めざそう輝く「個」の創造　　北村　篤司
1998年度　集めよう想いと行動　深めよう心の絆                                      
                             "市民参加"のまちづくりへ　　田島　一成
1999年度　行動しよう 若い力で  切り拓こう 未来
　　　　　に向かって　責任世代の仲間と共に　　  矢田　嘉彦
2000年度　Open  Sesame！ 共創の鍵で開こう  
              次代の希望（ゆめ）への扉を                安田　良介
2001年度　21世紀のレゾンデートル
                  夢と情熱を ＂かたち＂にかえて              北川　敦久          
2002年度　コミュニケーションで拡がる 私たちの未来
                  いざ出発たん 新しい時代の輝く地域へ　　谷口　典隆
2003年度　ひこね維新
                  次代を切り拓く烈風になれ                     木川　英樹
2004年度　創造的革新　新しい夢への挑戦　　        鈴木　則成

2005年度　感動に出逢えるまちを目指して 　　　　　　　　　
　　                                   響け！ ひこね魂　　北川    豊
2006年度　情熱と勇気ある行動で   
                            まちの未来を切り拓こう！　　岡村　博之
2007年度　熱き志を胸に　輝く夢への挑戦！！　　  木村浩一郎
2008年度　磨け！個性　築け！熱き友情 
                                  進め！輝く未来へ！！　　堤    周徳
2009年度　輝く未来へ　なすべき業をなさまし　　  赤井　康彦
2010年度　躍動するまちへ！ みせろ！
                                          我らの行動力！　　藤田　武史
2011年度　誇りを胸に　信じあう仲間と
                     夢をかたちに この地域とともに　　清水　智弘
2012年度　メンバーの絆を力に！全力で駆け抜け
               よう、この地域のために！              　　橋本　健一
2013年度　新たなる挑戦　心をひとつに　
                                             つなげ未来へ　　上田　歌麿
2014年度　～新・ひこね創造～ 
                            次代へつなぐ革新者となれ　　林    雅彦
2015年度　全てはメンバーとこの地域の
                                          未来のために！　　鈴木　宗亮
2016年度　真なる覚悟をもって　いざ進もう
                                 アメイジングひこね！　　安居　輝人
2017年度　情熱と誇りを胸に　ともに築こう　
                                            次代のひこね　　西崎    匠
2018年度　最高の仲間と共に
                         夢ある未来へ　笑顔で進もう　　杉原    篤
2019年度　高い志を掲げ 揺るぎない覚悟を持って
                        　 輝かしい未来を想い描こう　　川口　義弘
2020年度　Positive change!　先駆者精神で切り拓く　
　　　　　　　　　　　 活力あふれる未来の創造　　宮川　佳典
2021年度　一心一意！  夢、希望溢れるひこねへ！　　北村　忠征
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    公益社団法人 彦根青年会議所 
                 運動指針
        We can go to the next stage
～私たちのチカラがひこねの未来を創造する～

【はじめに】
私たちは「明るい豊かな社会」を実現していくため
に歩みを決して止めてはいけない。
小さな積み重ねがやがては大きなチカラとなり、そ
のチカラがひこねの輝かしい未来と繋がっていくの
ではないでしょうか。

人と人・人と地域全体を繋いでいくために、先ずは
私たちがひこねに対する愛情を持つことが重要であ
り、その愛情をひこねに関わる全ての人びとへ伝播
していくことが必要です。しかし、現在では地域コ
ミュニティにおける繋がりが希薄になり、人と地域
社会との繫がりが疎遠になりつつあります。また、
人と人の繋がりは、テクノロジーの急速な普及によ
って生活様式も快適で便利になり、多種多様な情報
伝達手段が増えたことで、それぞれに必要なコミュ
ニケーションツールの幅が広がり、より多くの人た
ちと交流を持つことができるようになりました。し
かしながら、携帯やメール・ＳＮＳにおいて老若男
女問わず匿名で発信できる無秩序でこころ無い言葉
が蔓延していることも事実です。すなわち、経済的
、物質的には豊かになったと言えますが、こころの
豊かさは満たされていない状態となり、利他の心が
持てなくなっています。そして、ひこねに昔から伝
えられてきた慣わしやしきたり、伝統工業と一次産
業に対しての担い手の減少が進み、このままでは他
に誇れるひこねの魅力を未来に伝承できないことが
危惧されます。

今、「あなたの住むまちはどんなまちですか？」と
尋ねられたら自信を持って答えられますか。私たち
は常に本氣でひこねの未来を見つめ、真剣に考える
機会を創出しています。それらの機会は地域社会の
一員であるという自覚を持つことができ、ひこねへ
の魅力や誇りを広く地域外に発信したいという気持
ちと意識を育み、よりよいまちづくりへと向かわせ
る原動力になります。豊かな自然、世界に誇れる歴
史と文化、過去から伝承される精神性に溢れたまち
。それらに誇りを持った私たちのチカラで更に輝き
あるものに進化させ、希望と笑顔が溢れ活氣に満ち
たひこねにしましょう。
創立６０周年時に策定された運動指針「New Value 
for Our Future　～夢ある未来へつなぐ 新たな価値
の創造～」において、「まち」づくり、「ひと」づ
くり、「こころ」づくり、「組織」づくりの４つの
つくりのもと、１０年先を見据えて運動を展開して
きました。５年が経過した今、これまでの事業で培
ってきた経験や学びをチカラに変え、ひこねの未来
を見据えた運動指針に進化させるべく、これまでの
「まち」「ひと」「こころ」「組織」に加えて「夢
」のチカラを新たに掲げます。ひこねに関わる全て
の人びとに、より良い影響をもたらし愛され必要と
される組織として、確実に歩みを進め、その轍を次
世代に継承し、ひこねの未来が活氣に満ち溢れ更な
る発展に繋がる指針を示します。

Ⅰ「まち」のチカラ　
～“ひこねオリジナル”の提唱による活気溢れる地
域の創造～

地域のたからとして、“ひこねオリジナル”と定義づ
け発信し続けてきた、歴史遺産、伝統、文化は私た
ちの暮らすまちに数多く存在します。これまでひこ
ねの魅力を発信することで、市民の郷土への愛着と
誇りを育み、まちのチカラを高めてきました。今後
もまちのチカラを高めていくためには、明るい豊か
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な社会の実現へ向けた新たな“ひこねオリジナル”の
探求・創造に積極的に取り組む必要があります。私
たちの手で創造した“ひこねオリジナル”を力強く発
信することで、私たちの住み暮らすまちが更なる輝
きを放ち、活気に溢れることに繋がります。私たち
が青年経済人としての責務を果たす強い覚悟と挑戦
する気概を持って、新たなまちの創造に取り組むこ
とが必要です。

これまで私たちが継続的に手掛けてきた諸事業の今
後の方向性を含めて、私たちが率先して魅力を発信
するだけでなく、市民自身の手によって更なる発展
を遂げることのできる環境を整備していくことで、
主体性溢れる市民の関与を引き続き推進していきま
す。また、これまで利用されることのなかった地域
資源を活用する中で、新たな“ひこねオリジナル”と
いうまちのチカラを創造し、次代を担う世代に継承
していく環境を整え、新しいひこねのかたちを再発
見する機会を提供していくことで、愛郷心に溢れた
まちづくりを目指します。

Ⅱ「ひと」のチカラ
～使命感と行動力を持った“ひこねびと”の伝承～

このまちのことを本氣で考え、率先して行動する人“
ひこねびと”を育成することが、このまちの未来を創
造することに繋がります。これまで、私たちは自身
の資質の向上を図り、修練を積み重ね、ひとのチカ
ラを高めてきました。今後もひとのチカラを高めて
いくためには、高い志を掲げ更なる成長を求める私
たちと市民が共にチカラを合わせ、ひこねの輝かし
い未来を担う子どもたちに、“ひこねびと”としての
自覚と誇りを伝承することが必要です。

青年会議所の運動を通して磨かれたスキルや豊富な
経験をもとに、更なる運動を展開していくことは、
相乗効果を生み出すことに繋がります。その中で、

育まれるまちへの想いを、より多くの人びとと共有
し高めていきます。そして、私たちが行う社会貢献
活動に、感化された人びとが“ひこねびと”と成り得、
更なる効果をもたらすことへと繋がります。また、
多種多様な個のチカラを持った“ひこねびと”が集う
ことは、様々な課題解決に向かうチカラを創造する
ことができます。私たちがそのチカラを一つにし、
未来を担う次世代のリーダーへ想いを紡ぎ、更なる
進化を遂げた“ひこねびと”の育成を目指します。

Ⅲ「こころ」のチカラ
～“ひこねスピリット”が漲る活力ある地域社会の 
　継承～

私たちが暮らすまちには市民の手で大切に守られて
きた国宝・彦根城を中心とした歴史的な遺産や文化、
地域を取り巻く豊かな自然があります。更にこのま
ちには目に見える価値だけではなく、見えないけれ
ど確かに感じることのできる価値である、先人より
受け継いできた誇るべき「こころ」があります。こ
れまで私たちは様々な事業を通じて地域資源の魅力
を市民と共に再認識し、価値を共有することで、ま
ちへの愛郷心を育みこころのチカラを高めてきまし
た。今後もこころのチカラを高めていくためには、
このまちの課題を解決する上での根幹となる、“ひこ
ねスピリット”をより大きなチカラへと発展させてい
くことで更なる繋がりを持った豊かなこころの醸成
が必要です。

情報社会の発達により誰もが簡単に情報にアクセス
し発信できる時代になった昨今。大量の情報を取捨
選別し、本当に有用な情報や大切な情報を見極める
ことが難しくなったともいえます。私たちが「ひこ
ねスピリット」を醸成しその想いを人々に伝播して
いくことで、市民が真に進むべき進路を指し示すこ
とができます。また、彦根城世界遺産登録への市民
運動が本格化する中で、様々な視点からまちについ
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て考え行動し培ってきた経験や学びをまちに還元し
、行政や諸セクターと連携することで、地域の活性
化だけでなく地域資源の価値を再認識しまちへの愛
情と誇りがより一層溢れるひこねの創造を目指しま
す。

Ⅳ「組織」のチカラ
～目指すべき彦根青年会議所像～

言うまでもなく、私たちは、地域の青年経済人とし
て明るい豊かな社会の実現に向け、青年らしい新た
な価値観を創出しながら地域社会に貢献しつづけて
いかなくてはなりません。そのために私たちは、仲
間と集いながら自己研鑽を積むことで自らの能力を
高め、全国城下町シンポジウムや滋賀ブロック大会
主管といったチャレンジを積極果敢に行い、組織と
してのチカラを高め続けてきました。今後も組織の
チカラを高めていくためには、先輩諸兄から伝わる
知識やネットワークを活かし、地域での発言力・説
得力を高めていくことが肝要です。合わせて、時代
の変化に応じて残すべき伝統は残し、変えるべき部
分は見直しながら、柔軟に対応していける組織を目
指しましょう。そのためにも、より多くの洗練され
た仲間を迎え入れ、切磋琢磨していける環境づくり
が必要です。

これまで私たちは、数多くの社会的課題を解決する
ために、多岐に渡る運動を展開してまいりました。
そして、それぞれの分野において、より専門性が必
要となるために、行政や諸セクターなどとの連携を
構築することで課題解決への適応力を高めてきまし
た。このネットワークを一層強化し、諸セクターを
取りまとめる立場を確立することで地域の中での存
在感が増し、より説得力のある活動の展開が可能と
なります。また社会的課題の解決に向けた問題意識
の共有といった双方向のコミュニケーションを促進
し、内部へとフィードバックしていくことで一層質

の高い活動へと繋げていきます。そのためには高い
志を持った仲間を募ることが必要不可欠です。青年
経済人としての品位・品格を兼ね備えた同志が増え
ることで互いに刺激し合い、そういった人財が積極
的に活動する中において、組織のシステムを時代に
合わせた取捨選択を行い、効果効率的な組織運営を
目指します。

Ⅴ「夢」のチカラ
～希望溢れるひこね愛の高揚と伝播～

現代の社会において経済的、物質的な豊かさは満ち
足りていると言えますが、こころの豊かさの充足も
同時に求めていかなければなりません。その全てが
欠けることなく充足していることは、ひこねの未来
が明るく、ひこねに関わる全ての人に笑顔が溢れて
いることこそが真の豊かさであると考えます。そし
て、ひこねの将来の構想や展望、すなわち「夢」を
想い描き、ひこねが活氣に満ち溢れるために、「夢」
を叶える逞しいこころを一人一人が持つことが必要
です。

私たちが率先励行していくべきことは、掲げた夢と
希望を地域に根ざし、夢を想い描くことのできる環
境を創出することで、真の豊かさを持った地域の創
造に繋げることです。そのためには、行政や諸セク
ターと協働し、多種多様な意見や考え方に耳を傾け、
新たな角度から物事の捉え方を学び共有していくこ
とが肝要です。そして、ひこねに関わる全ての人が、
まちへの愛情と誇りを持ちその想いを伝播すること
が、ひこねの未来を想い描くことに繋がります。そ
うすることで、胸を張って自らの夢を堂々と語り、
夢に向かい挑戦するチカラを養っていきます。そし
て、目標に向かって行動する大切さを伝え、未来を
見据えた行動に繋がる学びや気づきを得る機会を提
供することで、夢と希望溢れるひこねの創造を目指
します。
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【むすびに】
彦根青年会議所が持つ最大限のチカラを発揮し、ひ
こねの輝かしい未来を創造するには、多くの魅力あ
る歴史と文化や豊かな自然が存在することへ感謝し、
その想いをひこねに関わる全ての人と分かち合うこ
とが大切です。また、日本古来の良識である「情け
は人の為ならず」親切は巡り巡って自分に返ってく
るという意味の言葉があります。私たちは先人の御
恩を享受し、揺るぎない信念を持ち続け、次世代に
より良い形で繋げていくことが必要であります。私
たちが運動を展開していくことがひこねに変化を与
え今後の道標となります。そして、汗をかき、精一
杯取り組むその姿こそが人々の心を動かし、ひこね
の未来が活氣に満ち溢れ更なる発展を遂げると確信
します。青年らしく失敗を恐れずに積極果敢に挑戦
し、熱い想いと覚悟を持ってひこねの未来を創造し、
私たち彦根青年会議所は新たなステージへ全力で邁
進して参ります。

     公益社団法人 彦根青年会議所
        ２０２1年度　基本方針
　　　　　　　　　　　　　　　　 理事長　北村　忠征

【はじめに】
　「明るい豊かな社会」の実現を目指し、彦根青年会議
所は６７年間歩みを止めることなく、活動して参りまし
た。昨年は世界中に猛威を振るった新型コロナウイルス
感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）によって、世界各国の様々
な分野、経済などへの損害状況は計り知れません。その
様な状況下の中だからこそ、地域を守るべく彦根青年会
議所は歩みを進める必要があります。今、何が必要とさ
れているのか、何を求められているのかを追求し前に進
み地域のリーダーとして地域を守り、まちを盛り上げる
べく事業を再構築する必要があります。私が青年会議所
活動を積極的に取り組むようになったきっかけは、委員
長をされている先輩の立ち居振る舞いや頼もしい姿に影
響され、自身もどのような立場や場面においても活躍で
きる人間になりたいと想い、積極果敢にチャレンジする
ようになりました。２０２１年度は理事長という立場の
もと彦根青年会議所の一員として活動をする中でメンバ
ー一人ひとりが個々の成長に繋がるよう背中を後押しす
ることはもとより、メンバーが一丸となり笑顔に満ち溢
れ、より良いまちへと変革するための運動を展開して参
ります。このような状況下、時代であっても彦根青年会
議所メンバーが情熱溢れる魂で起こす活動を持って、こ
のまちに明るい豊かな社会をもたらすことにより、夢や
希望が持てるひこねのために全力で運動を展開すること
をここに誓います。

【時代に即した円滑な組織運営の構築】
　日本のみならず世界中で社会のルールがテクノロジー
やグローバル化によって再構築されているほど、時代の
変化は非常に早く、どのように生き抜いていくのか、先
読みが困難な時代であると言えるでしょう。そういった
状況下においても彦根青年会議所は時代の流れや状況を

進して参ります。
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把握し、対応する必要があります。また、時代にそぐわ
ないものは廃止し、必要であるものは取り入れる柔軟性
が必要であります。そのような中でも、先輩諸兄より受
け継がれてきた正しい組織運営を行うことで規律と秩序
を保たなければなりません。我々が「明るい豊かな社会
の実現」を推し進めるには、地域から信頼され必要とさ
れる組織として規律を保ち、秩序ある運営が求められま
す。メンバー一人ひとりが活動を通して組織の在り方に
ついて考え、より堅実な組織として成長していくことが
組織力を更に高めることへと繋がります。組織力が向上
することで運動の拡がりはこれまで以上の成果を果たし、
まちの発展に繋ぐことが我々の運動がまちに影響をもた
らす結果となり、組織として更に進化することでしょう。
また、地域の全ての方々に、私たちの活動に理解をいた
だいているわけではありません。だからこそあらゆる手
段を駆使するなかで情報発信し、地域の多くの方々に私
たちの想いを伝播することで我々が行う運動に、より一
層効果が得られると考えます。青年世代だからこそでき
る手法を取り入れ青年らしい情報の受発信を行い、魅力
溢れる想いを伝えることにより、これまで以上に地域か
ら信頼と付託をいただけるように努めます。地域や幅広
い世代の方々から共感いただき、活発で暖かみのある組
織づくりを目指しましょう。

【仲間との絆を確立し会員拡大へと繋がる組織改革】
　２０１３年に私は彦根青年会議所に入会させていただ
きました。入会時は在籍メンバー数８０名を超える活氣
ある組織でありました。しかしながらここ数年で会員数
は減少し４０名前後のメンバーで活動を展開しています。
当時在籍しておられた先輩諸兄は高い志のもと積極果敢
にチャレンジされ、メンバー一人ひとりが自身の成長へ
の強い意識があり、組織に勢いと迫力を感じました。ど
の団体においても在籍や入会をするだけで成長が約束さ
れる団体は決してありませんし、どのような未来を切り
拓くかは自分次第です。青年会議所での活動に積極的に
参画することで個々の成長は無限大です。２０歳から４
０歳までの活力ある世代で構成された我々メンバーは、
あらゆる場面においても先頭に立ち、社業や地域経済の

発展に寄与し、社会の中心的存在として活躍する存在で
なければなりません。高い志と向上心を持った私たちが
行うまちづくりだからこそ、明るい豊かな社会の創造へ
と繋がることを確信しています。
青年会議所は「奉仕・修練・友情」の三信条のもと活動
をしています。三信条にある友情は青年会議所活動を行
う上で非常に重要な信条です。現在４０名前後のメンバ
ーで活動を行っていますが、私は決して他より劣るとは
思いません。しかしながらメンバー数が減少しているの
は事実です。また、本来であれば在籍している年齢であ
るにも関わらず退会されているメンバーがいることは非
常に残念です。今こそ足元をしっかりと見つめ直し在籍
メンバーを大切にする組織改革を行う時ではないでしょ
うか。「数はチカラ」と言う言葉がありますが、メンバ
ーの意識がバラバラでは全く意味がありません、何の魅
力も感じられません。多くのメンバーを迎え入れる為に
もまずは在籍するメンバー同士の繋がりを強固なものと
し、在籍メンバーはもちろんのこと、入会対象者や地域
からも愛され、必要とされる組織づくりを行う必要があ
ります。また、メンバーが青年会議所活動の垣根を超え
た真実の交流を図り、強固な絆で結ばれたチームワーク
づくりを行います。このチームワークづくりが、数年後
の会員拡大活動へ大きく繋がると私は確信しています。
この様な組織の状態だからこそ自信を持って会員拡大活
動ができ、そうすれば自然と同志も増え、強固なチーム
力で活動の質も更に高くなるという好循環が生まれるは
ずです。目先の数に捉われず、並大抵なことでは決して
崩れない強固な絆で結ばれたチーム力で確立された組織
へと改革していきましょう。

【未来に夢や希望を抱ける地域活性活動】
　人の温かさに満ち溢れた県民性をもつ湖国滋賀には、
歴史や文化と共に、互いに支え合い人と人との繋がりを
大切にしている姿がありましたが、他者を想いやる気持
ちや互いを敬う精神が希薄になり利己的な風潮が広がっ
ている現状があると考えます。まちづくりを行うにあた
り必要不可欠なことは、私たちメンバーはもちろんのこ
と、ひこねに住まう人々が他者を想いやる気持ちや互い
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を敬う利他の心を持つことこそがこのまちを愛し、愛郷
心を備える事であると私は考えます。ひこねには地域を
支えてきた地場産業や技術、自然環境や歴史、文化など
様々な魅力が溢れています。そして、ひこねには未だ埋
もれている地域資源が存在すると私は思います。このよ
うな豊富な地域資源を活用し触れ合う中で「固定概念に
捉われず純粋にまちづくりを地域とともに楽しむ」こと
が最も重要です。まずは、全ての人々の心に脈々と受け
継がれている他者を想いやる心を呼び覚まし育んでいた
だくために、このまちにある豊富な地域資源の魅力に触
れていただき、興味や感動、さらには感謝を抱く機会を
設けましょう。その中で子どもたち一人ひとりの心を通
わすことで、大人や親が押し付けること無くお互いの気
持ちや立場を理解し、他者を想いやる気持ちが育めると
ともに、地域の子どもたちが心豊かな人財へと学び成長
できると考えます。また、我々が目指すべき道を未来へ
の架け橋とするために、子どもたちが感謝する心や、互
いを敬う心を表現することで、異なる感性に大人が気づ
き自らの意識を変えることにより、ひこねに住まう人々
が心豊かで愛郷心溢れ、未来に夢や希望を抱けるまちへ
変貌を遂げると私は確信しています。このまちの次代を
担う可能性を秘めた子どもたちが未来に夢や希望を抱け
るために、まちづくりに取り組むことがまちの発展に寄
与できる第一歩なのです。彦根青年会議所がまちづくり
を通してひこねの更なる魅力を創造し、まちの発展に欠
かすことのできない活力となるために、メンバーが一丸
となり未来に夢や希望を抱ける地域活性活動を展開して
いきます。

【近畿地区大会彦根大会に際して】
　彦根青年会議所は１９８３年以来、３８年という時を
越え３度目となる近畿地区大会彦根大会を主管いたしま
す。私たちが暮らすひこねには歴史・文化・自然・地場
産業といった観光資源が豊富に点在しています。また、
ひこねの中心地には国宝・彦根城が君臨し風情溢れる城
下町であります。２０１７年には国宝・彦根城築城４１
０年祭が開催されました。国宝・彦根城を世界遺産にす
るべくまちを挙げて働きかけを行う中、近畿地区大会彦

根大会を開催することは近畿地区圏内の多くのメンバー
に地域の魅力や地域資源に存分に触れていただける絶好
の機会であります。ひこねの魅了をひこねだけに留めて
おくのではなく、近畿地区圏内のメンバーや幅広い世代
の人々に歴史、文化を始めとした誇りある魅力に存分に
触れていただき伝播することが、ひこねの価値が昇華し
ヒカリ輝くひこねの未来を切り拓くのです。
また近畿地区大会彦根大会を契機に、私たち彦根青年会
議所と近畿地区協議会や近畿地区圏内各地の多くのメン
バーとの繋がりが深まるとともに、彦根大会を共に創り
上げることで多くの学びや、人と人とを繋ぐ大きな輪が
広がり今後の活動に繋がるかけがえのない財産となりま
す。彦根青年会議所として、ひこねから世界に誇れる地
域資源を発信する価値のある大会を目指し、近畿地区圏
内のメンバーとの繋がりから生まれる相乗効果を活かし
た大会の構築に臨みます。

【結びに】
　青年会議所は人生最後の学び舎です。日々の生活や仕
事をこなす中では決して得られないものが青年会議所に
はあります。青年会議所に所属する以上、４０歳までと
限られた時間の中で家庭や社業、またこのまちをより良
いものにできる大きな器をもった人間へと成長する義務
があると私は思います。時には失敗し恥をかいたり、投
げ出したりくじけそうになることもあるかと思います。
それでも信念を抱き失敗を恐れることなく、何事にも積
極果敢に挑戦することは必ず報われると私は信じていま
す。青年会議所で出会った掛け替えのない仲間と共に行
う運動が、全てにおいて大きな影響を与えられると信じ、
邁進して行きましょう。

高い志を掲げ共に創り出す未来が、夢・希望溢れるひこ
ねへと躍進することをここに誓います！
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【事業方針】
１． 時代に即した円滑な組織運営の構築
１． 仲間との絆を確立し会員拡大へと繋がる組織改革
１． 未来に夢や希望を抱ける地域活性活動
１． 近畿地区大会彦根大会に際して

【事業計画】
１．１月度例会（新年交流例会）
　　内　容：２０２１年度の運動指針を共有し、行政や
　　　　　　諸団体との交流を図る例会
　　時　期：１月
　　対　象：メンバー及び諸団体

１．理事会
　　内　容：理事会の運営
　　時　期：１月～１２月
　　対　象：メンバー

１．１１月度（家族）例会
　　内　容：家族への感謝を表し、青年会議所活動への
　　　　　　理解と協力を得る例会
　　時　期：１１月
　　対　象：メンバー及び家族

１．事業報告書及び会計報告書作成
　　内　容：事業報告書及び会計報告書の作成
　　時　期：１２月
　　対　象：メンバー

一心一意！
 夢、希望溢れるひこねへ！

２０２１年度スローガン

第六十八代理事長

　　北村 忠征
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　 公益社団法人 彦根青年会議所
       ２０２１年度　事業計画
　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　 総務広報委員会方針

                                     委員長　夏原　大輝

　彦根青年会議所が地域の信頼と付託に応えることができ
る組織であり続けるためには、受け継がれる規律を順守し
秩序を保つ中で、変わりゆく時代に順応できる先進的かつ
能動的な組織へと進化する必要があると考えます。
　総務広報委員会では、メンバー一人ひとりの責任と役割
の重要性を伝え堅実な組織体制へ調えていくとともに、持
てるリソースを最大限に活用し組織の表現力を高め、地域
の関心を促す情報の循環を積み重ねることにより、ひこね
の夢と希望をカタチにし持続的に活動する組織づくりを目
指します。

【事業計画】

１．彦根青年会議所公式ＷＥＢサイト開設・運営及びSNS運営
　　内　　容：公式ＷＥＢサイト開設・運営及びSNS運営
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．２０２１年度ＬＯＭスローガン承認及び掲出物作製
　　内　　容：ＬＯＭスローガン掲出物の作製及び掲示
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．月報の発行
　　内　　容：月１回の機関紙発行
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民

１．総会
　　内　　容：総会の運営総会の運営
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー
１．褒賞申請
　　内　　容：事業内容の検証及び情報の受発信
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．彦根青年会議所新聞新年号の発行
　　内　　容：彦根青年会議所新聞新年号の発行
　　時　　期：１月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．ハンドブックの作成
　　内　　容：ハンドブックの作成
　　時　　期：２月
　　対　　象：メンバー
１．５月度例会
　　内　　容：ＳＮＳを理解し、組織における活用法を      
                     学ぶ例会
　　時　　期：５月
　　対　　象：メンバー
１．６月度例会
　　内　　容：良質な組織運営に必要不可欠となる対人                                          
                     関係を学ぶ例会
　　時　　期：６月
　　対　　象：メンバー
１．８月度例会
　　内　　容：定款・諸規定、ＪＣマナーの理解を深め
                     る例会
　　時　　期：８月
　　対　　象：メンバー
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１．総会
　　内　　容：総会の運営総会の運営
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー
１．褒賞申請
　　内　　容：事業内容の検証及び情報の受発信
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．彦根青年会議所新聞新年号の発行
　　内　　容：彦根青年会議所新聞新年号の発行
　　時　　期：１月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．ハンドブックの作成
　　内　　容：ハンドブックの作成
　　時　　期：２月
　　対　　象：メンバー
１．５月度例会
　　内　　容：ＳＮＳを理解し、組織における活用法を      
                     学ぶ例会
　　時　　期：５月
　　対　　象：メンバー
１．６月度例会
　　内　　容：良質な組織運営に必要不可欠となる対人                                          
                     関係を学ぶ例会
　　時　　期：６月
　　対　　象：メンバー
１．８月度例会
　　内　　容：定款・諸規定、ＪＣマナーの理解を深め
                     る例会
　　時　　期：８月
　　対　　象：メンバー

　　    組織の絆確立委員会方針

                                  　委員長　大野　勝輝

　彦根青年会議所が圧倒的な存在感を発揮し、更なる明
るい未来を切り拓く原動力となるためには、一人ひとり
が高い志を持ち強固な繋がりで結ばれた関係を構築し、
活氣と魅力に満ち溢れた組織へと進化を遂げる必要があ
ると考えます。
　組織の絆確立委員会では、メンバーが喜びや楽しさを
分かち合い仲間との足並みを揃えるとともに、本氣で語
り合う場を創出する中で、互いの価値観や個性を認め想
い敬うことにより、真の友情で結ばれた熱く強固な組織
づくりを目指します。

【事業計画】
１．会員拡大
　　内　　容：仲間の輪を拡げる活動 
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．会員大会への参加
　　内　　容：各種会員大会の設営
　　時　　期：１月～１１月
　　対　　象：メンバー
１．会員基礎研修
　　内　　容：仮入会会員に青年会議所活動への理解を
　　　　　　　促す研修 
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー
１．会員交流タイム
　　内　　容：互いを知り認め繋がりを大切にする交流
　　時　　期：２月～１２月
　　対　　象：メンバー
１．２月度例会
　　内　　容：メンバー間の交流を図る例会
　　時　　期：２月
　　対　　象：メンバー

１．９月度例会
　　内　　容：メンバー間の連携を深める例会
　　時　　期：９月
　　対　　象：メンバー
１．１２月度例会
　　内　　容：卒業会員に敬意を表し、メンバーが感謝の
                     気持ちを伝え合う例会
　　時　　期：１２月
　　対　　象：メンバー
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　　       地域活性委員会方針

　　　　　　　　　　　　　　委員長　車　宝超

　ひこねが夢や希望に満ち溢れ持続的に発展していくた
めには、人びとが脈々と受け継がれてきたまちへの想い
を継承し、新たな時代を見据えた未来を想い描くととも
に、互いを敬う利他の精神をもって、人と人、人と地域
が繋がりまちに愛を育む必要があると考えます。
　　地域活性委員会では、メンバー一人ひとりがひこね
の豊富な地域資源への認識を深めるとともに、関係諸団
体とチカラを合わせまちづくりの想いを紡ぐことにより
、人びとがこのまちにしかない魅力に興味や感動、感謝
を抱き、子どもから大人まで心を通わせ合う笑顔溢れる
まちの創造を目指します。

【事業計画】
１．彦根城世界遺産登録に向けた事業
　　内　　容：地域資源に触れ愛郷心を育む活動
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー及び市民
１．３月度例会
　　内　　容：地域資源の認識を深める例会
　　時　　期：３月
　　対　　象：メンバー
１．１０度例会（事業）例会
　　内　　容：興味、感動、感謝を生む事業
　　時　　期：１０月
　　対　　象：メンバー及び市民

　 近畿地区大会実行特別委員会方針

　　　　　　　　　　　　　委員長　山田　雅崇

　明るい豊かなひこねの実現に向け、諸先輩が育んでき
たまちづくりへの志と情熱を受け継ぎ、三度目となる近
畿地区大会を我々が主管いたします。国宝・彦根城を世
界遺産にするべくまちを挙げて働きかけを行う中、近畿
地区大会彦根大会を主管することは近畿地区圏内の多く
の人びとにひこねが有する価値ある地域資源を拡めるま
たとない機会であると考えます。
　近畿地区大会実行特別委員会では、彦根青年会議所の
絆と団結力を発揮し、私たちが行ってきたこれまでの活
動から得た経験や繋がりをもとに、関係諸団体と協力を
図り、ひこねの魅力を最大限に活かすことにより、多く
の人びとに新たな学びや気づきを得る場を創出し、記憶
に残り、財産となる大会を構築いたします。

【事業計画】
１．２０２１年度近畿地区大会彦根大会開催
　　内　　容：２０２１年度近畿地区大会に関する諸事業
　　時　　期：１月～７月
　　対　　象：近畿地区協議会及び、各地会員会議所メンバー
１．副主管契約締結式
　　内　　容：副主管契約締結式の設営
　　時　　期：１月
　　対　　象：メンバー
１．４月度例会
　　内　　容：２０２１年度近畿地区大会彦根大会に向
　　　　　　　けた意識を高める例会
　　時　　期：４月
　　対　　象：メンバー
１．７月度例会
　　内　　容：２０２１年度近畿地区大会彦根大会の実施
　　時　　期：７月
　　対　　象：メンバー
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　　　　財政規則特別委員会方針

　　　　　　　　　　　　　委員長　熊谷　茂政

　彦根青年会議所が社会の規律を遵守した組織として、
さらに厳格な運営が求められる中、これまで以上に市民
や関係諸団体からの信頼に応えるためには、持続可能な
団体として厳正な組織運営の徹底が必要であると考えま
す。
　財政規則特別委員会では、公益性と透明性が求められ
る公益社団法人として社会的責任を果たすために、事業
会計の適正な審査・指導を行うとともに、コンプライア
ンスの徹底に努めることにより、 青年会議所活動が健全
で円滑に遂行できる公正かつ明瞭な組織づくりを目指し
ます。

【事業計画】
１．事業会計・法人会計収支
　　内　　容：事業会計・法人会計収支の審査および指導
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：各予算執行担当者
１．コンプライアンス
　　内　　容：コンプライアンスの徹底
　　時　　期：１月～１２月
　　対　　象：メンバー
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     公益社団法人 彦根青年会議所
        ２０２１年度　職務分掌
《副理事長》
　・行政、関係諸団体との渉外に関する連絡調整
　・会員間及び会員家族間の交流に関すること
　・各種会合及び他ＪＣとの交流に関すること
　・例会の企画運営
　・会員の拡大に関すること

《専務理事》
　・組織の会務運営に関すること
　・日本青年会議所及び会員会議所との連絡調整
　・行政、関係諸団体との渉外に関する連絡調整
　・財務の管理及び運営に関すること
　・事業会計、法人会計収支の審査及び指導
　・会費の徴収に関すること
　・理事会の開催に関すること
　・事業実績報告書等に関すること
　・各種会合に関すること
　・会員の拡大に関すること

《事務局》
　・個人情報の管理に関すること
　・各種インフラ整備に関すること
　・理事会の開催に関すること
　・事業実績報告書等に関すること
　・備品、関係書類の管理に関すること
　・行政、関係諸団体との渉外に関する連絡調整
　・会員の拡大に関すること

《総務広報委員会》
　・時代に即した円滑な組織運営の構築
　・個人情報の管理に関すること
　・効率的な組織運営の研究
　・各種会合に関すること
　・例会の出欠管理
　・総会の開催に関すること
　・例会の企画運営
　・広報活動に関すること
　・褒賞申請に関すること
　・行政、関係諸団体との関係構築に関すること
　・定款、諸規則、諸規定に関すること
　・会員の拡大に関すること

《組織の絆確立委員会》
　・仲間との絆を確立し会員拡大へと繋がる組織改革
　・表彰・褒賞に関すること
　・各種会合に関すること
　・例会の企画運営
　・会員の拡大及び入退会に関すること
　・会員間の交流に関すること
　・各種会合及び他ＪＣとの交流に関すること

《地域活性地域活性委員会》
　・“ひこねオリジナル”の提唱による活気溢れる地域の創造
　・使命感と行動力を持った“ひこねびと”の伝承
　・“ひこねスピリット”が漲る活力ある地域社会の継承
　・未来に夢や希望を抱ける地域活性活動
　・行政、関係諸団体との関係構築に関すること
　・各種会合に関すること
　・例会の企画運営
　・会員の拡大に関すること
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     公益社団法人 彦根青年会議所
        ２０２１年度　役員

理　　 事　　 長
直  前  理  事  長
外　 部　 監　 事
外　 部　 監　 事
副　 理　 事　 長
副　 理　 事　 長
副　 理　 事　 長
副　 理　 事　 長
専　 務　 理　 事

財政規則特別委員会
近畿地区大会実行特別委員会
総務広報委員会
組織の絆確立委員会
地域活性委員会
事務局長
会計

北村　忠征
宮川　佳典
川口　義弘
森　　公亮
木田　乃輔
中西　雄也
橋本　一幾
横津　優騎
飛松　　龍

熊谷　茂政
山田　雅崇
夏原　大輝
大野　勝輝
車　　宝超
青木　克実
杉　　康輔

青木　克実
熊谷　茂政
澤井　雄一
園　　一生
中島　正善
西川　隼世
福澤　俊治
村上　元気
山田　雅崇

委員長
委員長
委員長
委員長
委員長

理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事

《近畿地区大会実行特別委員会》
　・近畿地区協議会との連絡調整
　・近畿地区大会彦根大会に関すること
　・各種会合及び他ＪＣとの交流に関すること
　・例会の企画運営
　・行政、関係諸団体との渉外に関する連絡調整
　・会員の拡大に関すること

《財政規則特別委員会》
　・事業会計、法人会計収支の審査及び指導
　・コンプライアンスの徹底及び指導
　・会員の拡大に関すること
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　　　 総務広報
　　　　委員会

　◎　夏原　大輝
セ○　上田　一八
　△　中島　正善
　△　西川　隼世
　△　村上　元気
　　　杉　　康輔
　　　茶木　達也
　　　楢原　大輝

理事長　△　北村　忠征

理事会

　　　　 事務局

事務局長
事務局次長
会計
セクレタリー
セクレタリー

事務局員

青木　克実
福澤　俊治
杉　　康輔
上田　一八
寺下　和樹

岡田　君江

財政規則特別委員会
　◎　熊谷　茂政
　○※杉　　康輔
　　　木村　佳史
　　　田里　政人
　　　飛松　　龍
　　　夏原　　慶

     公益社団法人 彦根青年会議所
        ２０２１年度　組織図

総　会

直前理事長　宮川　佳典　

監事　■　川口　義弘
監事　■　森　　公亮

◎ 委員長　
○ 副委員長
△ 理事　　
※ 会計
セ セクレタリー
■　外部監事

専務理事
△　飛松　　龍

副理事長
△　横津　優騎

副理事長
△　中西　雄也

副理事長
△　橋本　一幾

        組織の絆確立
　　　　委員会

　◎　大野　勝輝
セ○　寺下　和樹
　△　澤井　雄一
　△　園　　一生
　△　福澤　俊治
　　　土田　浩史
　　　福原　悠平
　　　藤井　　肇

  　　　 地域活性
　　　　委員会

　◎　車　　宝超
　○　奥田　拓郎
　△　青木　克実
　△　熊谷　茂政
　△　山田　雅崇
　　　大澤　陸矢
　　　木村　佳史
　　　澤田　晃仁
　　　田里　政人
　　　夏原　　慶

  近畿地区大会実行特別
　　　　委員会

　◎　山田　雅崇
○△　澤井　雄一
○△　中島　正善

副理事長
△　木田　乃輔
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     近畿地区大会彦根大会実行体制図

顧　　　問　　宮川　佳典　

大野　勝輝
寺下　和樹
園　　一生
福澤　俊治
土田　浩治
西川　隼世
福原　悠平
藤井　　肇

奥田　拓郎
青木　克実
熊谷　茂政
大澤　陸矢
木村　佳史
澤田　晃仁
田里　政人
夏原　　慶

夏原　大輝
上田　一八
村上　元気
杉　　康輔
茶木　達也
楢原　大輝

統括責任者　　北村　忠征
補　　　佐　　飛松　　龍

近畿地区大会実行特別委員会
副 理 事 長 　　横津　優騎
委　員　長　　山田　雅崇

式典担当
相　談　役　　川口　義弘

フェスタ担当
相　談　役　　森　　公亮

式典担当
副 理 事 長 　　木田　乃輔
責　任　者　　中島　正善

フェスタ担当
副 理 事 長 　　橋本　一幾
責　任　者　　澤井　雄一

事業担当
副 理 事 長 　　中西　雄也
責　任　者　　車　　宝超
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    公益社団法人 彦根青年会議所
   ２０２１年度　出向役員・委員

公益社団法人 日本青年会議所
近畿地区協議会

強靭な近畿構築委員会
総務広報委員会

公益社団法人 日本青年会議所　近畿地区
滋賀ブロック協議会

事務局
ＪＣ連携推進委員会
総務広報委員会
滋賀アカデミー委員会

ブロック大会運営委員会
財政規則審査委員会

副会長（会務） 宮川　佳典
副委員長　夏原　　慶
副委員長　西川　隼世
委　　員　木田　乃輔
　　　　　澤井　雄一
　　　　　中島　正善
　　　　　橋本　一幾
　　　　　横津　優騎

財政局長　熊谷　茂政
委　　員　飛松　　龍
委　　員　青木　克実
委　　員　奥田　拓郎
委　　員　藤井　　肇
委　　員　中西　雄也
委　　員　熊谷　茂政
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科　目　名 公益目的
事業会計

その他の
事業会計 法人会計 2021年度

収支予算額
2020年度8月補正
修正収支予算 差異 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１．事業活動収入の部

　①基本財産運用益 500 0 0 500 500 0

　　基本財産受取利息 500 0 0 500 500 0

　②特定資産運用益 0 0 0 0 0 0

　　特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0

　③受取入会金 75,000 0 75,000 150,000 250,000 △ 100,000

　　　受取入会金 75,000 0 75,000 150,000 250,000 △ 100,000 ＠25,000×6名

　　　受取基金基本金 0 0 0 0 0 0

　④受取会費 3,360,000 0 2,665,000 6,025,000 5,570,000 455,000

　　　　正会員会費 2,470,000 0 2,470,000 4,940,000 4,160,000 780,000

　　　　　年会費 2,470,000 0 2,470,000 4,9460,000 4,160,000 780,000 ＠130,000×38名

　　　　　その他会費 0 0 0 0 0 0

　　　　特別会員会費 195,000 0 0 195,000 195,000 0 ＠65,000×3名

　　　　賛助会員会費 110,000 0 0 110,000 110,000 0 ＠10,000×11名

　　　　新入会員会費 195,000 0 195,000 390,000 455,000 △ 65,000 ＠65,000×6名

　　　　仮入会員会費 390,000 0 0 390,000 650,000 △ 260,000 ＠65,000×10名

　⑤事業収益 0 615,000 0 615,000 615,000 0

　　　受取負担金 0 0 0 0 0 0

　　　販売収益 0 0 0 0 0 0

　　　業務受託収益 0 615,000 0 615,000 615,000 0

　　　受取家賃・会議室料 0 0 0 0 0 0

　　　受取広告料 0 0 0 0 0 0

　⑥受取補助金等 200,000 0 0 200,000 0 200,000

　　　受取国庫補助金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体補助金 0 0 0 0 0 0

　　　補助金等交付業務受託収益 0 0 0 0 0 0

　　　受取国庫助成金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体助成金 200,000 0 0 200,000 0 200,000

　　　受取民間助成金 0 0 0 0 0 0

　⑦受取寄付金 0 0 0 0 0 0

　　　受取寄付金 0 0 0 0 0 0

　　　受取募金 0 0 0 0 0 0

　⑧雑収益 7,000 0 240,000 247,000 237,000 10,000

　　　受取利息収益 7,000 0 0 7,000 7,000 0

　　　その他雑収益 0 0 240,000 240,000 230,000 10,000
理事会徴収費
＠10,000×24

　⑨他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

　　　他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

事業活動収入計 3,642,500 615,000 2,980,000 7,237,500 6,672,500 565,000

カロム協会、シニアクラブ、じゃがいも

世界遺産事業補助金

     公益社団法人 彦根青年会議所
        ２０２１年度　収支予算書
（2021年１月１日～2021年12月31日）
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科　目　名 公益目的
事業会計

その他の
事業会計 法人会計 2021年度

収支予算額
2020年度8月補正
修正収支予算 差異 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１．事業活動収入の部

　①基本財産運用益 500 0 0 500 0 500

　　基本財産受取利息 500 0 0 500 0 500

　②特定資産運用益 0 0 0 0 0 0

　　特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0

　③受取入会金 187,500 0 187,500 375,000 400,000 △ 25,000

　　　受取入会金 187,500 0 187,500 375,000 400,000 △ 25,000 ＠25,000×15名

　　　受取基金基本金 0 0 0 0 0 0

　④受取会費 5,115,000 0 3,315,000 8,430,000 9,645,000 △ 1,215,000

　　　　正会員会費 2,990,000 0 2,990,000 5,980,000 7,455,000 △ 1,475,000

　　　　　年会費 2,990,000 0 2,990,000 5,980,000 6,525,000 △ 545,000 ＠130,000×46名

　　　　　その他会費 0 0 0 0 930,000 △ 930,000

　　　　特別会員会費 715,000 0 0 715,000 650,000 65,000 ＠65,000×11名

　　　　賛助会員会費 110,000 0 0 110,000 110,000 0 ＠10,000×11名

　　　　新入会員会費 325,000 0 325,000 650,000 390,000 260,000 ＠65,000×10名

　　　　仮入会員会費 975,000 0 0 975,000 1,040,000 △ 65,000 ＠65,000×15名

　⑤事業収益 442,500 668,000 60,000 1,170,500 10,348,000 △ 9,177,500

　　　受取負担金 382,500 0 0 382,500 8,101,000 △ 7,718,500

　　　販売収益 0 0 0 0 0 0

　　　業務受託収益 0 668,000 0 668,000 627,000 41,000

　　　受取家賃・会議室料 0 0 0 0 0 0

　　　受取広告料 60,000 0 60,000 120,000 1,620,000 △ 1,500,000 新聞広告＠15,000×8枠

　⑥受取補助金等 120,000 0 0 120,000 2,150,000 △ 2,030,000

　　　受取国庫補助金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体補助金 0 0 0 0 2,000,000 △ 2,000,000

　　　補助金等交付業務受託収益 0 0 0 0 0 0

　　　受取国庫助成金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体助成金 120,000 0 0 120,000 150,000 △ 30,000

　　　受取民間助成金 0 0 0 0 0 0

　⑦受取寄付金 315,000 0 0 315,000 6,600,000 △ 6,285,000

　　　受取寄付金 315,000 0 0 315,000 6,600,000 △ 6,285,000

　　　受取募金 0 0 0 0 0 0

　⑧雑収益 7,000 0 260,000 267,000 257,000 10,000

　　　受取利息収益 7,000 0 0 7,000 7,000 0

　　　その他雑収益 0 0 260,000 260,000 250,000 10,000
理事会徴収費
＠10,000×26

　⑨他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

　　　他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

事業活動収入計 6,187,500 668,000 3,822,500 10,678,000 29,400,000 △ 18,722,000

　２．事業活動支出の部

　①事業費 1,516,003 819,000 0 2,335,003 1,893,061 441,942

　　事業費 1,516,003 819,000 0 2,335,003 1,893,061 441,942

　　　会場設営費 719,503 262,000 0 981,503 265,575 715,928

　　　　会場費 450,000 125,000 0 575,000 74,400 500,600

　　　　設営費 269,503 137,000 0 406,503 191,175 215,328

　　　　人件費 0 0 0 0 0 0

　　　　食事代 0 0 0 0 0 0

　　　講師関係費 0 0 0 0 183,268 △ 183,268

　　　　諸謝金 0 0 0 0 146,000 △ 146,000

　　　　講師交通費 0 0 0 0 30,000 △ 30,000

　　　　講師宿泊代 0 0 0 0 0 0

　　　　講師記念品 0 0 0 0 2,160 △ 2,160

　　　　会合費 0 0 0 0 0 0

　　　　講師食事代 0 0 0 0 5,108 △ 5,108

　　　資料作成費 0 270,000 0 270,000 270,000 0

　　　　資料費 0 0 0 0 0 0

　　　　資料作成費 0 270,000 0 270,000 270,000 0

　　　広報費 666,500 0 0 666,500 179,810 486,690

　　　　ＰＲ費 596,500 0 0 596,500 149,810 446,690

　　　　消耗品費 70,000 0 0 70,000 30,000 40,000

　　　渉外費 0 72,000 0 70,200 440,240 △ 368,240

　　　旅費・交通費 0 0 0 0 0 0

　　　　交通費 0 0 0 0 0 0

　　　　宿泊費 0 0 0 0 0 0

　　　保険料 0 0 0 0 10,000 △ 10,000

　　　参加記念品費 0 80,000 0 80,000 106,000 △ 26,000

　　　印刷費 0 0 0 0 0 0

　　　通信費 100,000 39,000 0 139,000 202,168 △ 63,168

　　　　対内通信費 0 0 0 0 0 0

　　　　対外通信費 100,000 39,000 0 139,000 202,168 △ 63,168

　　　給与手当 0 0 0 0 0 0

　　　福利厚生費 0 0 0 0 0 0

　　　光熱水料費 0 0 0 0 0 0

　　　賃借料 0 0 0 0 0 0

　　　事務消耗品費 0 0 0 0 0 0

　　　雑費 30,000 96,000 0 126,000 236,000 △ 110,000

　　　予備費 0 0 0 0 0 0

　　事業予備費 0 0 0 0 0 0

　②管理費 2,616,000 322,446 895,340 3,833,785 3,593,786 239,999

　　会議費 0 310,000 310,000 300,000 10,000

　　給料手当 800,000 100,000 1,000,000 1,000,000 0

　　臨時雇用賃金 0 0 0 0 0

　　退職給付手当 0 0 0 0 0
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科　目　名 公益目的
事業会計

その他の
事業会計 法人会計 2020年度

収支予算額
2019年度8月補正
修正収支予算 差異 備考

Ⅰ事業活動収支の部

　１．事業活動収入の部

　①基本財産運用益 500 0 0 500 0 500

　　基本財産受取利息 500 0 0 500 0 500

　②特定資産運用益 0 0 0 0 0 0

　　特定資産受取利息 0 0 0 0 0 0

　③受取入会金 187,500 0 187,500 375,000 400,000 △ 25,000

　　　受取入会金 187,500 0 187,500 375,000 400,000 △ 25,000 ＠25,000×15名

　　　受取基金基本金 0 0 0 0 0 0

　④受取会費 5,115,000 0 3,315,000 8,430,000 9,645,000 △ 1,215,000

　　　　正会員会費 2,990,000 0 2,990,000 5,980,000 7,455,000 △ 1,475,000

　　　　　年会費 2,990,000 0 2,990,000 5,980,000 6,525,000 △ 545,000 ＠130,000×46名

　　　　　その他会費 0 0 0 0 930,000 △ 930,000

　　　　特別会員会費 715,000 0 0 715,000 650,000 65,000 ＠65,000×11名

　　　　賛助会員会費 110,000 0 0 110,000 110,000 0 ＠10,000×11名

　　　　新入会員会費 325,000 0 325,000 650,000 390,000 260,000 ＠65,000×10名

　　　　仮入会員会費 975,000 0 0 975,000 1,040,000 △ 65,000 ＠65,000×15名

　⑤事業収益 442,500 668,000 60,000 1,170,500 10,348,000 △ 9,177,500

　　　受取負担金 382,500 0 0 382,500 8,101,000 △ 7,718,500

　　　販売収益 0 0 0 0 0 0

　　　業務受託収益 0 668,000 0 668,000 627,000 41,000

　　　受取家賃・会議室料 0 0 0 0 0 0

　　　受取広告料 60,000 0 60,000 120,000 1,620,000 △ 1,500,000 新聞広告＠15,000×8枠

　⑥受取補助金等 120,000 0 0 120,000 2,150,000 △ 2,030,000

　　　受取国庫補助金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体補助金 0 0 0 0 2,000,000 △ 2,000,000

　　　補助金等交付業務受託収益 0 0 0 0 0 0

　　　受取国庫助成金 0 0 0 0 0 0

　　　受取地方公共団体助成金 120,000 0 0 120,000 150,000 △ 30,000

　　　受取民間助成金 0 0 0 0 0 0

　⑦受取寄付金 315,000 0 0 315,000 6,600,000 △ 6,285,000

　　　受取寄付金 315,000 0 0 315,000 6,600,000 △ 6,285,000

　　　受取募金 0 0 0 0 0 0

　⑧雑収益 7,000 0 260,000 267,000 257,000 10,000

　　　受取利息収益 7,000 0 0 7,000 7,000 0

　　　その他雑収益 0 0 260,000 260,000 250,000 10,000
理事会徴収費
＠10,000×26

　⑨他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

　　　他会計からの繰入金 0 0 0 0 0 0

事業活動収入計 6,187,500 668,000 3,822,500 10,678,000 29,400,000 △ 18,722,000

　　福利厚生費 8,000 1,000 10,000 10,000 0

　　旅費交通費 0 0 0 0 0

　　通信・発送費 124,000 15,500 127,500 267,000 267,000 0

　　　電話代 0 15,500 15,500 15,500  0

　　　その他通信費 124,000 112,000 251,500 251,500 0

　　減価償却費 0 0 0 0 0

　　図書・研修費 0 0 0 0 0

　　消耗品費 160,000 40,000 220,000 220,000 0

　　リース料 0 16,500 16,500 16,500 0

　　修繕費 0 0 0 0 0

　　印刷製本費 0 25,000 25,000 25,000 0

　　光熱水料 60,000 7,500 7,5000 75,000 0

　　賃借料 864,000 108,000 1,080,000 1,080,000 0

　　業務委託費 0 83,640 83,640 23,640 60,000

　　インフォメーション関係費 0 26,500 26,500 6,500 20,000

　　保険料 0 0 0 0 0

　　租税公課 0 1,200 1,200 1,200 0

　　渉外費 400,000 25,000 450,000 300,000 150,000

　　支払手数料 0 0 0 0 0

　　雑費 200,000 23,500 268,945 268,946 △ 1

　　管理・運営予備費 0 0 0 0 0

　③負担金 0 0 1,068,712 1,068,712 1,029,230 39,482
　　　日本ＪＣ基本金 0 30,000 30,000 30,000 0
　　　日本ＪＣ付加金 0 220,000 220,000 210,000 10,000 ＠5,000×44名
　　　ＪＣＩ会費 0 69,212 69,212 70,980 △ 1,768 ＠1,573×44名
　　　国際協力資金 0 80,300 80,300 76,650 3,650 ＠1,825×44名
　　　日本ＪＣ賠償責任保険料 0 0 0 0 0
　　　日本ＪＣ出向者負担金 0 0 0 0 0
　　　地区協議会基本金 0 2,000 2,000 2,000 0
　　　地区協議会付加金 0 79,200 79,200 75,600 3,600 ＠1,800×44名
　　　ブロック協議会負担金 0 50,000 50,000 50,000 0
　　　ブロック協議会付加金 0 396,000 396,000 378,000 18,000 ＠9,000×44名
　　　全城連会費 0 10,000 10,000 10,000 0
　　　会員大会等登録料 0 0 0 0 0
　　　WE BELIEVE購読料 0 132,000 132,000 126,000 6,000 ＠3,000×44名
　　　ＪＣ手帳 0 0 0 0 0

　④他会計への繰入金 0 0 0 0 0
事業活動支出計 4,132,003 1,141,445 1,964,052 7,237,500 6,516,077 721,423

事業活動収支差額 △ 489,503 △ 526,445 1,015,948 0 156,423 △ 156,423

当期収支差額 △ 489,503 △ 526,445 1,015,948 0 156,423 △ 156,423

前期繰越収支差額 0
次期繰越収支差額 △ 489,503 △ 526,445 1,015,948 0 156,423 △ 156,423

0

HP・新聞費

57.092％
100,000

1,000

7,500

108,000

15,500

20,000

45,445

25,000
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委員会事業会計勘定科目一覧表
【収入の部】

科目名 細　目　名 内　　　容
1. 本会計から
の繰入金

会費等の収入のうち、事業予算とし
て配分されている収入金額

2.事 業収益

受取負担金 事業の登録料・参加費

販売収益 物品等の販売による収入

業務受託収益 他団体等から業務を受託した場合の
委託料

受取家賃・会議
室料

他団体等からの家賃収入、会議室・
ブース使用料

受取広告料 新聞、チラシ等に掲載された広告料

3.受取補助金等

受取国庫補助金 国からの事業に対する補助金

受取地方公共団体
補助金

地方公共団体からの事業に対する補
助金

補助金等交付業
務受託収益

地方公共団体等から補助金交付業務
を受託した場合の委託料

受取国庫助成金 国より支出される事業委託金

受取地方公共団体
助成金

地方公共団体より支出される事業委
託金

受取民間助成金 民間団体より支出される事業委託金

4.受取寄付金
受取寄付金 他団体、個人からの寄付金

受取募金 他団体、個人からの募金

5.雑　収　益
受取利息収益 預金口座等の利息収入等

その他雑収益

6. 他会計から
の繰入金

【支出の部】

科　目　名 細 目 名 内　　　容 摘　要　例

1.会場設営費

会 場 費 会場等の使用料 会館使用料、会場謝礼

設 営 費
会場内の機材、舞台
装置および関連設備
の費用

音響照明使用料、冷
暖房費、案内看板、
パネル代、機材レン
タル料、機材運搬費

人 件 費 事務局員、アルバイト等の人件費 医師・看護士謝礼

食 事 代 事業・大会等での食事、飲み物等の費用 スタッフ用弁当

2.講師関係費 諸 謝 金
講師等に支払う謝礼
金で源泉額を含んだ
もの

講師謝礼金、講演料、
公演料

科　目　名 細 目 名 内　　　容 摘　要　例

2.講師関係費

講師交通費 現金渡しの場合は源泉徴収必要

講師宿泊代 現金渡しの場合は源泉徴収必要

講師記念品
謝礼として渡した記
念品高額なものや換
金性の高いものは源
泉徴収必要

お土産代、記念品

会 合 費 講師との打ち合わせ費用
講師食事代 講師に対する食事代

3.資料作成費

資 料 費 資料に使用する目的で購入した資料費用 参考書籍代

資料作成費 資料・報告書の作成に関わる費用

資料印刷製本費、写真
代、翻訳料、デザイン
料、紙代、インク代、
機材レンタル料

4. 広　報　費
Ｐ Ｒ 費

新聞、ＤＭ、ポスター、
チラシ、ＨＰ等の広
報費

印刷費、デザイン料、
版下代、新聞折込料、
ＨＰ運営費

消耗品費 新聞、ＤＭ、チラシ等に関わる諸費用
紙代、インク代、封
筒代

5.渉　外　費

主旨に賛同し、他団
体または個人に協力・
委託・寄付する支出、
その他渉外に関わる
費用

協力金、協賛金、寄
付金、大会登録料

6.旅費・交通費

交 通 費
事業、セミナー等を
行うために要した交
通費

宿 泊 費
事業、セミナー等を
行うために要した宿
泊費

7.保　険　料 事業参加者に掛ける
損害保険料等 レクリエーション保険

8.参加記念品費 事業参加者に渡す記
念品

参加賞、賞品、賞状、
筆耕料

9.印　刷　費 上記以外の印刷費

10.通　信　費

対内通信費 対内的な通信費 総会案内、例会案内

対外通信費 対外的な通信費
依頼状・挨拶状・案内
状送料、申請書・資料
送料、月報発送費

11. 給与手当
12.福利厚生費
13.光熱水料費
14.賃　借　料

15.事務消耗品費 上記以外の消耗品お
よび事務消耗品

16.雑　　　費
少額の支出や、勘定
科目を設けるまでも
ない費用

付箋紙、名札、筆記
用具、模造紙、クリー
ニング代



第２章　会　員 
（会員の種類） 
第６条　本会議所の会員は、次の４種類とし、正会員を

もって一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律（以下「一般社団・財団法人法」という）
上の社員とする。 
（１）正会員 
（２）特別会員 
（３）名誉会員 
（４）賛助会員 

（正会員） 
第７条　彦根市及びその近郊に住所または勤務先を有す

る２０才以上４０才未満の品格ある青年で、理
事会において入会を承認されたものを正会員と
する。ただし年度中に４０才に達した場合は、
その年度内は正会員としての資格を有する。 

　　２．すでに他の青年会議所の正会員であるものは、
本会議所の正会員となることができない。 

（特別会員） 
第８条 　資格期間を満了した正会員は、その期間満了

の時から、本会議所の特別会員となる。 

（名誉会員） 
第９条　本会議所に功労がある者として理事会におい

て承認されたものは、本会議所の名誉会員とす
る。 

（賛助会員） 
第10条　本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しよ

うとする個人又は法人その他の団体で、理事会
で承認されたものは、本会議所の賛助会員とな
ることができる。 

（入会） 
第11条　本会議所の正会員及び賛助会員となろうとする

ものは、所定の入会申込書を理事長に提出し、
理事会の承認を受けなければならない。  

　　２．前項に規定するもののほか、入会に関する事項
は、総会の決議により別に定める会員資格規則
による。 

（正会員の権利） 
第12条　正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議
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（名称） 
第１条　この法人は、公益社団法人彦根青年会議所（以

下「本会議所」という。）と称し、英文では
Junior Chamber International Hikoneと称する。 

（事務所） 
第２条　本会議所は、主たる事務所を滋賀県彦根市に置

く。 

（目的） 
第３条　本会議所は、滋賀県彦根市及びその周辺の地域

において、奉仕・修練・友情の信条のもと、青
年の資質の向上と啓発に努めるとともに、国際
的理解を深め、地域社会の健全な発展、世界の
平和と繁栄に寄与することを目的とする。 

（運営の原則） 
第４条　本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体

の利益を目的としてその事業を行わない。 
　　２．本会議所は、これを特定の政党のために利用し

ない。 

（事業） 
第５条　本会議所は、第３条の目的達成のため次の事業

を行う。 
（１）政治・経済・社会及び文化等に関する調査
研究並びにその向上に資する事業 

（２）地域社会の健全な発展を目的とする事業 
（３）青少年健全育成に関する事業 
（４）環境問題を調査研究し、地域社会に対し啓
蒙・実践を行う事業 

（５）教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健
全な発達に寄与し，又は豊かな人間性を涵養
することを目的とする事業 

（６）会員の修練・指導力開発及び相互の親睦を
図るための事業 

（７）国際青年会議所、公益社団法人日本青年会
議所、国内・国外の青年会議所、その他の諸
団体との連携に基づく事業 

（８）その他、本会議所の目的を達成するために
必要な事業 

　　２．前項の事業は、滋賀県において実施する。 

公益社団法人彦根青年会議所 定款
第１章　総　則



　　　所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権
利を平等に享有する。 

（正会員の義務） 
第13条　本会議所の正会員は、本定款及び規則その他の

規定を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義
務を負う。 

（入会金及び会費等） 
第14条　正会員、特別会員及び賛助会員は、本会議所の

事業活動等において経常的に生じる費用に充て
るため、入会金及び会費を所定の期日までに納
入しなければならない。 

　　２．入会金及び会費に関する事項は、総会の決議に
より別に定める運営規則による。 

（退会） 
第15条　正会員、特別会員及び賛助会員は、その年度会

費を納入して退会届を理事長に提出することに
より退会することができる。 

　　２．名誉会員は、退会届を理事長に提出することに
より退会することができる。 

　　３．前２項に規定するもののほか、退会に関する事
項は、総会の決議により別に定める会員資格規
則による。 

（除名） 
第16条　会員が次の各号のいずれかに該当するときは、

総会において総正会員の半数以上であって、総
正会員の議決権の３分の２以上に当たる多数の
決議により、これを除名することができる。 
（１）本会議所の名誉を傷つけ、又は本会議所の
目的遂行に反する行為をしたとき 

（２）本会議所の秩序を乱す行為のあるとき 
（３）会費納入義務を履行しないとき 
（４）例会への出席義務を履行しないとき 
（５）その他、除名すべき正当な事由があるとき 

　　２．前項の規定により会員を除名しようとするとき
は、当該会員に対し、当該総会の日から１週間
前までにその旨を通知し、かつ、総会において
弁明する機会を与えなければならない。 

　　３．前項の規定により、除名が決議されたときは、
その会員に対し通知するものとする。 

（会員の資格喪失） 
第17条　前２条の場合のほか、本会議所の会員は次の事

由によりその資格を喪失する。 
（１）総正会員の同意があったとき 
（２）死亡し、又は失踪宣告を受けたとき 
（３）解散したとき 

（休会） 
第18条　正会員がやむを得ない事由により各種会議、事

業に長期間出席できないときは、理事会の承認
を得て、休会することができる。 

　　２．前項に規定するもののほか、休会に関する事項
は、総会の決議により別に定める会員資格規則
による。 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 
第19条　会員が第１７条の規定によりその資格を喪失し

たときは、本会議所に対する会員としての権利
を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務
は、これを免れることはできない。 

　　２．本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既
に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品
は、これを返還しない。 

第３章　総　会 
（総会の構成） 
第20条　本会議所の総会は、正会員をもって構成する。 
　　２．前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の

社員総会とする。 

（総会の種類） 
第21条　本会議所の総会は、通常総会及び臨時総会の２

種類とする。 

（総会の決議事項） 
第22条　総会は次の事項について決議する。 

（１）定款の変更 
（２）事業計画書、収支予算書並びに資金調達
及び設備投資の見込みを記載した書類の承
認

（３）事業報告並びに貸借対照表、正味財産増
減計算書及び財産目録の承認 

（４）役員の選任及び解任 
（５）入会金及び会費の額の決定及び変更 
（６）会員の除名 
（７）本会議所の解散及び残余財産処分 
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（８）次に挙げる規則の制定、変更及び廃止 
①運営規則 
②役員選任の方法に関する規則 
③会員資格規則 
④周年記念事業積立金規則 
⑤周年関連事業積立金規則 
⑥緊急災害対策積立金規則 

（９）合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又
は公益目的事業の全部の廃止 

（10）公益認定取消に伴う公益目的取得財産残
額の贈与 

（11）その他法令及びこの定款で定められた事項 

（総会の開催） 
第23条　通常総会は、毎年度２月及び１２月に開催す

る。 
　　２．毎年２月に開催する通常総会をもって、一般社

団・財団法人法上の定時社員総会とする。 
　　３．臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場

合に開催する。 
（１）理事長が必要と認めたとき 
（２）理事会が招集の必要を決議したとき 
（３）総正会員の議決権の５分の１以上の議決権
を有する正会員から総会の目的である事項及
び招集の理由を記載した書面により開催の請
求が理事長にあったとき。 

　　４．役員を選任するための通常総会は、毎年１２月
に１回開催するものとする。 

（総会の招集） 
第24条　総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、

理事会の決議に基づき理事長が招集する。 
　　２．理事長は、前条第３項第３号に規定する場合

にあっては、遅滞なくその請求があった日から
３０日以内の日を総会の日とする臨時総会を招
集しなければならない。 

　　３．総会を招集するには、理事長は、総会の日の
１０日前までに、総会の日時及び場所、目的で
ある事項があるときはその事項その他法令で定
められた事項を記載した書面をもって、正会員
に対して通知しなければならない。 

　　４．理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たとき
は、当該正会員に対し、前項の書面による通知
の発出に代えて、電磁的方法により通知を発す
ることができる。 

（総会の議長） 
第25条　総会の議長は、理事長又は理事長の指名した正

会員がこれにあたる。 

（総会の定足数） 
第26条　総会の定足数は、総正会員の議決権の過半数と

する。 

（総会の決議） 
第27条　総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがあ

る場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有
する正会員が出席し、出席した当該正会員の議
決権の過半数をもって行う。 

　　２．前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人
法第４９条第２項に定める決議は、総正会員の
半数以上であって、総正会員の議決権の３分の
２以上に当たる多数をもって行う。 

（議決権） 
第28条　正会員は総会において各１個の議決権を有す

る。 
 
（総会の決議事項の通知） 
第29条　理事長は総会の終了後、遅滞なくその決議事項

を正会員に通知しなければならない。 

（総会の議事録） 
第30条　総会の議事については、法令に定めるところに

より、議事録を作成する。 
　　２．議事録には、議長及び出席した正会員のうちか

ら選出された議事録署名人２名が署名押印しな
ければならない。 

第４章　役 員 等 
（役員の種類及び定数） 
第31条　本会議所に次の役員を置く。 

（１）理事 １５名以上３３名以内 
（２）監事 ２名以内 

　　２．理事のうち１名を理事長とし、理事長以外の２
名以上４名以内を副理事長とし、理事長及び副
理事長以外の１名を専務理事とする。 

　　３．理事長、副理事長及び専務理事以外の５名以内
を室長とすることができる。 

　　４．理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表
理事とし、副理事長、専務理事及び室長をもって
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一般社団・財団法人法第９１条第１項第２号の業
務執行理事とする。 

　　５．本会議所の役員は、正会員でなければならな
い。ただし監事はこの限りではない。 

（役員の資格及び選任） 
第32条　本会議所の理事及び監事は、総会の決議によっ

て選任する。ただし、理事候補者、監事候補者
の選定にあたっては、総会の決議により別に定
める役員選任の方法に関する規則による。 

　　２．理事長、副理事長、専務理事及び室長は理事会
の決議によって理事の中から選定する。 

　　３．監事は本会議所の理事又は使用人を兼務し、ま
たは委員会の構成員となることができない。 

　　４．各理事について、当該理事及びその配偶者又は
３親等内の親族その他特別の関係がある理事の
合計数は、理事総数の３分の１を超えてはなら
ない。監事についても同様とする。 

　　５．他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事
または使用人であるものその他これに準ずる相
互に密接な関係にあるものである理事の合計数
が、理事総数の３分の１を超えてはならない。
監事についても同様とする。 

（理事の職務・権限） 
第33条　理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定

めるところにより本会議所の業務の執行を決定
する。 

　　２．理事長は、本会議所を代表し、業務を執行す
る。 

　　３．副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けた
とき又は理事長に事故があるときは、理事会が
あらかじめ指定した順序により、その業務執行
に係る職務を代行する。 

　　４．専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、庶
務を総括処理する。 

　　５．室長は、室務を統括する。 
　　６．理事長、副理事長、専務理事及び室長は、毎事

業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己
の職務執行の状況を理事会に報告しなければな
らない。 

（監事の職務・権限） 
第34条　監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定

めるところにより監査報告を作成する。 
　　２．監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業

報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状

況を調査することができる。 
　　３．監事は、理事会に出席し、必要があると認める

ときは、意見を述べなければならない。 
　　４．監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該

行為をするおそれがあると認めるとき、又は法
令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく
不当な事実があると認めたときは、遅滞なく、
その旨を理事会に報告しなければならない。 

　　５．監事は、前項に規定する場合において、必要が
あると認めるときは、理事長に対し、理事会の
招集を請求する事ができる。 

　　６．前項の規定による請求があった日から５日以内
に、その請求があった日から２週間以内の日を
理事会の日とする理事会招集通知を発せられな
い場合は、その請求をした監事は、理事会を招
集することができる。 

（監事の総会への報告義務） 
第35条　監事は、理事が総会に提出しようとする議案、

書類、電磁的記録その他の資料を調査しなけれ
ばならない。この場合において、法令若しくは
定款に違反し、又は著しく不当な事項があると
認められるときは、その調査の結果を総会に報
告しなければならない。 

（監事による理事の行為の差し止め） 
第36条　監事は、理事が本会議所の目的の範囲外の行為

その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
又はこれらの行為をするおそれがある場合にお
いて、当該行為によって本会議所に著しい損害
が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対
し、当該行為をやめることを請求することがで
きる。 

（理事の任期） 
第37条　理事として選任されたものは、補欠として選任

されたものを除き、選任された翌年１月１日に
就任し、選任された翌年１２月３１日に任期が
満了する。 

　　２．補欠として選任された理事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。 

　　３．理事は、第３１条第１項に定める定数に足り
なくなるときは、任期満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任されたものが就任するま
で、なお理事としての権利義務を有する。 
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（監事の任期） 
第38条　監事として選任されたものは、選任された翌

年１月１日に就任し、選任された翌々年１２月
３１日に任期が満了する。 

　　２．補欠として選任された監事の任期は、前任者の
任期の満了する時までとする。 

　　３．監事は、第３１条第１項に定める定数に足り
なくなるときは、任期満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任されたものが就任するま
で、なお監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 
第39条　役員が次のいずれかに該当する場合は、総会に

おいて総正会員の半数以上であって、総正会員
の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議に
より解任することができる。 
（１）心身の故障のため職務を執行することがで
きないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわ
しくない行為があると認められるとき。 

　　３．前項第２号の規定により解任しようとする場合
は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、
解任の議決を行う総会において、当該役員に弁
明の機会を与えなければならない。 

（報酬等） 
第40条　役員は無報酬とする。 

（役員の責任の免除） 
第41条　本会議所は、一般社団・財団法人法第１１１条

第１項の責任について、役員が職務を行うにつ
き善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員の職
務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必
要と認めるときは、一般社団・財団法人法第
１１３条第１項の規定により免除することがで
きる額を限度として理事会の決議によって免除
することができる。 

（直前理事長等） 
第42条　本会議所には、直前理事長１名を置く。 
　　２．直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、

理事長経験を生かし、業務について必要な助言
を行う。 

　　３．本会議所には、総会の決議を経て、顧問２名以
内及び特別顧問２名以内を置くことができる。 

　　４．顧問は、正会員の中から理事長が推薦し、その
知識・経験を生かし、本会議所の運営に適宜助
言する。 

　　５．特別顧問は、理事長経験者の中から理事長が推
薦し、その知識・経験を生かし、業務について
必要な助言を行う。 

　　６．直前理事長、顧問及び特別顧問の任期は、第
３７条第１項の規定を準用する。 

　　７．直前理事長、顧問及び特別顧問の解任は、第
３９条の規定を準用する。 

　　８．直前理事長、顧問及び特別顧問は、理事会に出
席し意見を述べることができる。 

　　９．直前理事長、顧問及び特別顧問は、無報酬とす
る。 

第５章　理 事 会 
（理事会の構成） 
第43条　本会議所に理事会を置く。 
　　２．理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（理事会の開催） 
第44条　理事会は、毎月１回以上開催する。 
　　２．理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開

催する。 
（１）理事長が必要と認めたとき。 
（２）第３４条第５項の規定により監事から理事
長に招集の請求があったとき、又は第３４条
第６項の規定により監事が招集したとき。 

（理事会の権限） 
第45条　理事会は、次の職務を行う。 

（１）総会の決議した事項の執行に関すること 
（２）総会の日時及び場所並びに目的である事
項の決定 

（３）諸規則の制定、変更及び廃止に関する事
項 

（４）理事の職務の執行の監督 
（５）理事長、副理事長、専務理事及び室長の
選定及び解職 

（６）その他法令又はこの定款で定められた事
項 

　　２．理事会は、次に挙げる事項その他重要な業務執
行の決定を理事に委任することはできない。 
（１）重要な財産の処分及び譲り受け 
（２）多額の借財 
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（３）重要な使用人の選任及び解任 
（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び

廃止 
（５）内部管理体制の整備（理事の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制そ
の他本会議所の業務の適正を確保するために必
要なものとして法令で定める体制の整備） 

（６）第４３条の責任の免除 

（理事会の招集） 
第46条　理事会は、理事長が招集する。ただし、法令に

別段の定めがある場合を除く。 
　　２．理事長は、理事長以外の理事から理事会の目的

である事項を記載した書面をもって招集の請求
があったときは、その請求があった日から５日
以内に、その日から２週間以内の日を理事会と
する理事会を招集しなければならない。 

　　３．前項の請求があった日から５日以内に、その
日から２週間以内の日を理事会の日とする理事
会の招集通知が発せられない場合には、その請
求をした理事が、理事会を招集することができ
る。 

　　４．理事会を招集しようとするものは、理事会の
日時、場所、目的である事項を記載した書面を
もって、開催日の１週間前までに、各理事及び
各監事に対し通知を発しなければならない。 

　　５．前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び
監事の全員の同意があるときは、招集の手続き
を経ることなく開催することができる。 

（理事会の議長） 
第47条　理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した

者がこれにあたる。 

（理事会の決議） 
第48条　理事会は、決議について特別の利害関係を有す

る理事を除く理事の３分の２以上の出席により
成立し、その決議は、出席した理事の３分の２
以上に当たる多数をもって行う。 

　　２．前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人
法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の
決議があったものとみなす。 

（報告の省略） 
第49条　理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理

事会に報告すべき事項を通知した場合において

は、その事項を理事会に報告することを要しな
い。 

　　２．前項の規定は、第３３条第６項の規定による報
告には適用しない。 

（理事会の議事録） 
第50条　理事会の議事については、法令の定めるところ

により議事録を作成し、出席した理事長及び監
事は、これに記名押印しなければならない。 

第６章　例会・室および委員会 
（例会） 
第51条　本会議所は、目的達成のための事業として毎月

１回以上例会を開催する。 
　　２．例会の運営については、理事会の決議により定

める。 

（室の設置及び構成） 
第52条　本会議所は、その目的達成に必要な事項を調

査、研究、審議し、又は実施するために、室を
設置することができる。 

　　２．室の設置は、総会において決議する。 
　　３．室は、室長１名及び所属委員会をもって構成す

る。 

（委員会の設置及び構成） 
第53条　本会議所は、その目的達成に必要な事項を調

査、研究、審議し、又は実施するために、委員
会を設置する。また必要あるときは、特別委員
会を設置することができる。 

　　２．委員会及び特別委員会の設置は、総会において
決議する。 

　　３．委員会は、委員長１名及び副委員長１名ないし
２名並びに委員をもって構成する。 

　　４．委員長は、正会員のうちから、理事長が理事会
の承認を得て任命し、副委員長及び委員は正会
員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命
する。 

　　５．正会員は、理事長・直前理事長・副理事長・
専務理事・室長・顧問・特別顧問及び監事を除
き、原則として全員がいずれかの委員会に所属
しなければならない。 

　　６．特別委員会については、第３号及び第４号の規
定を準用する。 
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（室及び委員会の運営） 
第54条　室及び委員会の運営については、総会の決議に

より別に定める運営規則による。 

第７章　資産及び会計 
（事業年度） 
第55条　本会議所の事業年度は、毎年１月１日に始ま

り、同年１２月３１日に終わる。 

（基本財産の維持及び処分） 
第56条　本会議所の目的である事業を行うために不可欠

な財産として総会で決議した財産は、本会議所
の基本財産とする。 

　　２．基本財産は、本会議所の目的を達成するために
善良な管理者の注意をもって管理しなければな
らず、基本財産の一部を処分しようとするとき
及び基本財産から除外しようとするときは、あ
らかじめ理事会及び総会の承認を要する。 

（事業計画及び収支予算） 
第57条　本会議所の事業計画、収支予算並びに資金調

達及び設備投資の見込みを記載した書類（以下
「事業計画書等」という。）については、毎事
業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成
し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなけ
ればならない。 

　　２．前項の規定は、事業計画書等の変更について準
用する。この場合において、同項中「毎事業年
度の開始の日の前日までに」とあるのは、「速
やかに」と読み替えるものとする。 

　　３．第１項の承認を受けた事業計画書等について
は、主たる事務所に、当該事業年度が終了する
までの間備え置き、一般の閲覧に供するものと
する。 

（事業報告及び決算） 
第58条　本会議所の事業報告及び決算については、毎事

業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けな
ければならない。 
（１）事業報告 
（２）事業報告の附属明細書 
（３）貸借対照表 
（４）正味財産増減計算書 
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

 

（６）財産目録 
　　２.前項の承認を受けた書類のうち、同項第１号、

第３号、第４号及び第６号の書類については、
通常総会に提出し、その承認を受けなければな
らない。 

　　３．第１項の承認を受けた書類の他、次の書類を
主たる事務所に５年間据え置き、一般の閲覧に
供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事
務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。 
（１）監査報告 
（２）理事及び監事の名簿 
（３）理事及び監事の報酬などの支給の基準を記
載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ
れらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類 

（公益目的取得財産残額の算定） 
第59条　理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律施行規則第４８条の規定に基
づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ
る公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項
第４号の書類に記載するものとする。 

（資産の団体性） 
第60条　本会議所の会員は、その資格を喪失した場合に

おいても、本会議所の資産に対し、いかなる請
求もすることができない。 

（会計原則） 
第61条　本会議所の会計は、一般に公正妥当と認められ

る会計の慣例に従うものとする。

第８章　管　理 
（備付け帳簿及び書類） 
第62条　定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一

般の閲覧に供するものとする。  ２．次の書類を
主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に
供するものとする。 
（１）理事及び監事の名簿 
（２）認定、認定等及び登記に関する書類 
（３）事業計画書、収支予算書並びに資金調達及
び設備投資の見込みを記載した書類 

（４）事業報告書、貸借対照表及び正味財産増減
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計算書並びにこれらの書類の附属明細書 
（５）監査報告 
（６）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこ
れらに関する数値のうち重要なものを記載し
た書類 

（７）その他法令で定める帳簿及び書類 
　　３．理事会及び総会の議事に関する書類を主たる事

務所に１０年間備え置くものとする。 

（関係書類の閲覧） 
第63条　会員は、前条の書類をいつでも閲覧することが

できる。 
　　２．理事長は、正当な理由なくして、前項の閲覧を

拒むことはできない。 

（事務局） 
第64条　本会議所は、その事務を処理するため事務局を

設置する。 
　　２．事務局には事務局長１名及び事務局員を置くこ

とができる。 
　　３．事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任命

し、局務を処理する。 
　　４．事務局員は、理事会の承認を得て理事長が任命

する。 
　　５．本会議所、その会計経理を処理するため会計を

１名置く。 
　　６．会計は、理事会の承認を得て理事長が任命す

る。 
　　７．前各号のほか、事務局及び会計に関して必要な

事項は、理事会の決議のより定める。 

第９章　情報公開及び個人情報の保護
（情報の公開） 
第65条　本会議所は、公正で開かれた活動を推進するた

め、その活動状況、運営内容、財務資料等を積
極的に公開するものとする。 

（個人情報の保護） 
第66条　本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に

万全を期するものとする。 

（公告） 
第67条　本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見や

すい場所に掲示する方法により行う。 

第１０章 定款の変更、合併及び解散 
（定款の変更） 
第68条　この定款は、総会において総正会員の半数以上

であって、総正会員の議決権の３分の２以上に
当たる多数の決議により、変更することができ
る。 

（合併等） 
第69条　本会議所は、総会において総正会員の半数以上

であって、総正会員の議決権の３分の２以上の
決議により、他の一般社団・財団法人法上の法
人との合併叉は事業の全部若しくは一部の譲渡
をすることができる。 

　　２．前項の規定による合併又は事業の全部若しくは
一部の譲渡を行おうとするときは、あらかじめ
その旨を行政庁に届け出なければならない。た
だし、公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律第１１条第１項各号に規定する事
項の変更（公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律施行規則第７条に規定する軽
微な事項の変更を除く。）をともなうときは、
あらかじめ行政庁の認定を受けなければならな
い。 

（解散） 
第70条　本会議所は一般社団・財団法人法第１４８条第

１号及び第２号並びに第４号から第７号までに
規定する事由によるほか、総会において総正会
員の半数以上であって、総正会員の議決権の３
分の２以上に当たる多数の決議により解散する
ことができる。 

（公益目的取得財産残額の贈与） 
第71条　本会議所が公益認定の取り消し処分を受けた場

合又は合併により消滅する場合（その権利義務
を継承する法人が公益社団法人又は公益財団法
人であるときを除く。）には、総会の決議を経
て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産
を、当該公益認定取消の日又は当該合併の日か
ら１ヶ月以内に、本会議所と類似の事業を目的
とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものと
する。 
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公益社団法人彦根青年会議所 運営規則 第１章　総　則
第１条　本会議所の運営は定款の定めるところによりこ

れを行うものとし、その細部については本規則
によるものとする。 

第２章　例　会 
第２条　例会は原則として毎月１回６日に開催する。た

だし、理事会の決議により例会日を変更するこ
とができる。 

　　２．理事長は必要と認めた時、理事会の議を経て第
２例会を開催する事ができる。 

第３条　正会員は例会、総会、その他の会合に出席しな
ければならない。 

第４条　正会員は次の会合に出席した場合は、前後１ヶ
月の例会に出席したものとみなす。 
（１）世界会議及びアジア会議 
（２）全国会員大会 
（３）地区会員大会 
（４）ブロック会員大会 
（５）認承証伝達式 
（６）他ＬＯＭ例会及び記念式典 
（７）その他、理事会で認めた場合 

第５条　会員が、ＪＣ公用または冠婚葬祭などにより欠
席するときには、事前に届出のある場合に限り
出席とみなす。ただし、この場合の冠婚葬祭の
対象は三親等以内とする。 

第６条　会員は例会出席にあたり、正装を基準とする良
識ある服装とし、バッジ、ネームプレートを着
用しなければならない。ただし、例会の内容に
よっては、理事会の決議をもって変更すること
ができる。 

　　２．第１項に定める規定の他、クールビズ期間にお
いてはノーネクタイでの正装を準用する。 

　　３．第２項に定めるクールビズ期間は、理事会の決
議をもって変更することができる。

第３章　室・委員会 
第７条　理事長は、定款第５２条の規定にもとづき、
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（残余財産の処分） 
第72条　本会議所が解散等により清算をする場合に有す

る残余財産は、総会において総正会員の半数以
上であって、総正会員の議決権の４分の３以上
に当たる多数の決議を経て、本会議所と類似の
事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公
益財団法人又は国若しくは地方公共団体に贈与
するものとする。 

（清算人） 
第73条　本会議所の解散に際しては、解散時における理

事の全員が清算人となり清算事務を処理する。 

（解散後の会費の徴収） 
第74条　本会議所は、解散後においても清算完了の日ま

では、総会の決議を得て、その債務を弁済する
に必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員
より徴収することができる。 

第１１章　雑　則 
（委任） 
第75条　本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運

営に必要な事項は、理事会の決議により、別に
定める。 

附則 
　　１．この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第１０６条第１項に定める
公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 

　　２．この法人の最初の理事長は、清水智弘とする。 
　　３．一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律第１０６条第１項に定める特例民法法
人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を
行ったときは、第５５条の規定にかかわらず、
解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、
設立の登記の日を事業年度の開始日とする。



室を設けることができる。ただし、室数及び室
名については総会の承認を得て理事長が決定す
る。 

第８条　室は、所属委員会の関連事業を有機的に機能さ
せ、必要に応じて室事業を行う。 

第９条　理事長は、定款第５３条の規定にもとづき、
委員会を設ける。ただし、委員会数及び委員会
名については総会の承認を得て理事長が決定す
る。 

　　２．理事長は、定款第５３条の規定にもとづき、特
別委員会を設けることができる。ただし、特別
委員会数及び特別委員会名については総会の承
認を得て理事長が決定する。 

第10条　室・委員会の職務分掌は、理事会の承認を得
て、理事長が決定する。 

第11条　委員会は、その関係する事項に関し意見を結
集し、本会議所の機能を通じてその達成につと
め、本会議所の発展を図る。 

第12条　正会員は、理事長、副理事長、専務理事、室
長、監事、直前理事長、顧問および特別顧問を
除き、委任または希望によりいずれかの委員会
に所属する。ただし、理事長は委員会構成上、
所属委員会を指名することができる。 

第13条　理事長、副理事長、専務理事、室長、監事、直
前理事長、顧問および特別顧問は、各委員会に
出席して意見を述べることができる。 

第14条　理事長から委嘱を受けた委員長は、理事会の承
認を得て副委員長及び委員を任命する。 

第15条　副委員長は委員長を補佐し、委員長が事故ある
ときは、その職務を代行する。 

第16条　各委員会の決議は、出席委員の過半数の同意に
より決定する。 

第17条　委員会は毎月１回以上、委員長が招集する。た
だし、理事長または委員の過半数が必要と認め
るときは、委員長は委員会を招集しなければな
らない。 

第18条　委員会で協議した事項は理事会の承認を得てこ
れを執行する。 

第19条 　各委員長は委員会開催の都度、その委員会の
協議内容を７日以内に書面を持って理事長に報
告する。 

第４章　理 事 会 
第20条　次の各号に定める者は、理事会の承認を得て、

理事会に出席することができる。 
（１）直前理事長 
（２）顧問 
（３）特別顧問 
（４）委員長及び特別委員長 
（５）会計 
（６）理事会書記 
（７）日本青年会議所並びに地区協議会もしくは
ブロック協議会出向役員委員 

（５）前各号に定めるほか、理事会が必要と認め
る者 

第21条　前条に定める者は、理事会において、関係事項
について意見を述べることができる。ただし、
議決権を有しないものとする。 

第22条　理事会は下記の事項を決議する。 
（１）総会において決議されたる事業計画にもと
づく事業の立案およびその運営に関する事項 

（２）総会において決議された予算の執行にとも
なう重要事項 

（３）総会の招集および総会に提出すべき議案の
決定 

（４）会員の入退会等に関する事項 
（５）人事及び給与報酬に関する事項 
（６）借入金及び寄付金に関する事項 
（７）委員会において協議決定された事項 
（８）諸規程の制定、改廃 
（９）その他会務上必要となる事項 

第23条　理事会に提出する議案は理事長が定める。ただ
し他の理事が緊急の議案を提出することは妨げ
ない。 

第24条　理事長は理事会において決定した事項につい
て、その具体的細目を定めこれを執行する。
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第25条　副理事長及び専務理事の職務分掌は、理事会の
承認を得て、理事長が決定する。

第26条　理事長は次の事項を理事会に報告しなければな
らない。 
（１）前１ヶ月間の会務の一般状況 
（２）理事会において決定した事項の執行状況 
（３）その他必要と認められた事項 

第５章　入会金・会費の納入 
第27条　会員は入会金および会費を理事会において定め

る方法により納入しなければならない。
入会金 正 会 員　  25,000円　　　　
会　費 正 会 員　130,000円（年額） 
  賛助会員　  10,000円（年額） 
  特別会員　正会員会費の半額（終身会費）

　　２．妊娠及び出産を理由とする休会中の会員は、会
費を年額25,000円とし、休会が承認された翌年度
より適用する。

　　３．入会日が事業年度の前期入会（４月、５月及び
６月入会）の者は会費を半額、後期入会（１０
月、１１月及び１２月入会）の者は会費を免除
する。 

　　４．第１項にかかわらず、本会議所運営のため必要
がある場合は、総会の議決により、特別賦課金
を徴収することができる。

　　５．前項のほか、正会員全員に対し均等に一定の金
額の負担を求める場合は、総会の承認を得るこ
とを要する。ただし、飲食等の受益者負担はこ
の限りではない。

第６章　褒　賞 
第28条　本会議所における褒賞は青年会議所運動に顕著

な功績のあった個人、団体に対して行う事がで
きる。なお、褒賞の方法などについてはその都
度理事会で決定する。 

附　則　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第１０６条第１項に定める
公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 
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第１条　本規則は、本会議所定款第３２条にもとづき役
員の選任に関し必要な事項を定めることを目的
とする。 

第２条　本会議所の次の各号に定める者は、本規則の定
めるところにより選出する。
（１）理事長候補者 
（２）監事候補者 
（３）副理事長候補者 
（４）専務理事候補者 
（５）室長候補者 
（６）委員長候補者 
（７）特別委員長候補者 
（８）事務局長候補者 
（９）会計候補者 

　　２．前項第１号および第３号ないし第５号の者並び
に第１０条により選出された理事候補者をもっ
て、本会議所定款第３２条に定める理事候補者
とする。 

第２章 理事長候補者･監事候補者･選考委員会 
第３条　理事長候補者および監事候補者の選考委員とし

て、総会において無記名投票（連記制）により
７名を選出し、理事長経験者を加え、選考委員
会を構成する。 

　　２．前項の選考委員選出選挙については、正会員
はすべて被選挙権および選挙権を有する。ただ
し、入会後投票日まで１ヶ年を経過していない
正会員は、被選挙権を有しない。 

　　３．第１項の選挙の結果、得票数が同数の者がある
場合には、会員経歴の長い順とし、なお同順位
の場合には年長者の順とする。 

　　４．選考委員は、その互選により選考委員長を決定
する。 

第４条　正会員は理事長候補者として立候補することが
できる。ただし、本会議所入会後３年未満の会
員もしくは理事の経験のない会員は立候補する
ことができない。 

　　２．理事長候補者として立候補する会員は、選考委

公益社団法人 彦根青年会議所
役員選任の方法に関する規則

第１章　総　則 



員会の指定する期日までに、選考委員会に書面
にて届出なければならない。 

第５条　選考委員会は、理事長候補者および監事候補者
を、第３条に定める選考委員選出選挙後１ヶ月
以内に選出し、総会においてこれを報告する。 

第６条　選考委員会は、選任された年の１２月３１日の
満了をもって解散する。 

第３章　委員長候補者・会計候補者 
第７条　委員長候補者、特別委員長候補者、事務局長候

補者及び会計候補者は、正会員のうちから理事長
候補者が指名し、総会においてこれを報告する。

第４章　理事候補者 
第８条　総会は、本会議所定款第３１条に定める理事定

数の範囲で、次年度の理事長候補者、副理事長
候補者、専務理事候補者および室長候補者並び
に理事候補者として選出する人数の合計数（以
下「理事候補者定数」という。）を決定する。 

第９条　理事長候補者は、前条により理事候補者定数が
決定された後、監事候補者、委員長候補者およ
び会計候補者を除く正会員のうちから、副理事
長候補者、専務理事候補者および室長候補者を
指名し、総会においてこれを報告する。 

　　２．理事長候補者および前項により指名した者の合
計数は、前条により決定した理事候補者定数の
半数を超えてはならない。 

第10条　第８条により決定した理事候補者定数から、理
事長候補者並びに前条第１項により指名された
副理事長候補者、専務理事候補者および室長候
補者の数を引いた人数の理事候補者を、総会に
おいて、一般無記名投票（連記制）により選出
する。 

第11条　正会員は、前条の選挙についてすべて被選挙権
および選挙権を有する。 

　　２．前項にかかわらず、次の者は前条の選挙につい
て被選挙権を有しない。 
（１）入会後、投票日まで１ヶ年を経過していな
い者 

（２）次年度において正会員の資格なき者 
　　３．前条の選挙において、得票数の上位の者を理

事候補者とする。ただし、選出する理事候補者
のうち、理事経験のない者および理事経験のあ
る者の人数は、それぞれ３分の１（端数切り上
げ）以上でなければならない。 

　　４．前項により、最下位得票数が同数となった場合
には、これらの者において抽選により決定する
ものとする。 

　　５．選出された理事候補者に欠員が生じたときは、
理事長候補者の決定により補充することができ
る。

　　６．前項により、理事候補者を補充する場合は、前
条の選挙において得票数の上位の者を理事候補
者とするものとする。

第５章　雑　則 

第12条　第２条第１項各号に定める者として選出された
者および第１０条の選挙により理事候補者とし
て選出された者は、正当な理由なくして辞退す
ることはできない。 

第13条　理事長に欠員が生じたときは、理事会の決議に
よって理事の中から後任者を選任する。 

　　２．副理事長、専務理事または室長に欠員が生じた
ときは、理事会の決議によって理事の中から後
任者を選任することができる。ただし、他の副
理事長、専務理事または室長との兼任を妨げな
い。 

　　３．監事に欠員が生じたときは、総会の決議によっ
て後任者を選任する。 

　　４．理事に欠員が生じたときは、総会の決議によっ
て後任者を選任することができる。だだし、本
会議所定款第２０条に定める理事定数を欠くこ
とはできない。 

　　５．委員長、特別委員長、事務局長及び会計に欠員
が生じたときは、理事長が理事会の承認を得て
後任者を任命するものとする。ただし、他の役
員との兼任を妨げない。

　　６．第１項および第２項の後任者を選任し、また
は、第５項の後任者を任命した場合は、理事長
は総会においてこれを報告するものとする。 
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公益社団法人彦根青年会議所 会員資格規則
第１章　総　則 

第１条　本規則は、本会議所の会員資格および入会希望
者の扱いに関する事項を定める。 

第２章　入　会
第２条　入会を希望する者は、正会員２名の推薦を受

け、所定の入会申込書を理事長に提出しなけれ
ばならない。 

　　２．入会期間は、前期入会を４月、５月及び６月と
し、後期入会を１０月、１１月及び１２月とす
る。 

第３条　前条の推薦者の資格は次の各号の通りとする。 
（１）入会後、満１ヵ年以上経過した者で、過去
１年間の例会出席率が５０％以上である者。 

（２）被推薦者に対して、２ヵ年間の出席、会費
納入の連帯保証をできる者。 

（３）同一年度内における推薦は２名以内とす
る。 

　　２．前項第２号及び第３号の資格を有する特別
会員及び賛助会員についても推薦者となるこ
とができるものとする。 

第４条　理事長は、新入会員選考委員若干名を任命し、
入会資格審査を委託する。 

第５条　新入会員選考委員は、次の事項にもとづき入会
資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申
する。 
（１）定款にもとづき品格ある青年である者 
（２）ＪＣ活動を行うに支障なき条件を備えたる
者 

（３）推薦者の資格調査及び面接 

第６条　理事会は答申にもとづき審査し、無記名投票に
より出席理事の３分の２以上の多数をもって仮
入会の適否を決定する。仮入会の諾否は、理事
長が推薦者ならびに入会申込者に書面で通知す
る。 

第７条　仮入会の認められた者は、次の資格を得て、正
式入会を希望すれば、理事会にはかり理事会は
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彦根青年会議所における会員歴及び役員歴を通
算することができる。 

　　２．この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第１０６条第１項に定める
公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 

附　則
　　１．本規則に定める会員歴及び役員歴は旧社団法人



正式入会の可否を決定する。 
（１）仮入会後３ヶ月間に開催される例会に３分
の２以上の出席をしたもの。但し、アテンダ
ンスを認めるものとする。 

（２）仮入会後３ヶ月間に開催される所定のセミ
ナーを全講受講した者。 

（３）仮入会後、３ヶ月以内に仮入会期間の所定
の費用として仮入会員会費６５，０００円を
全納した者。 

　　２．期間内に所定の出席を確保できなかった者は、
次期入会申込みとする。 

第８条　前条第１項第３号により納入された仮入会員会
費の使途は、正会員会費に準じるものとする。 

第９条　正式入会を承認された会員は入会金の納入を
もって正会員となる。 

第10条　会費は当該年度の前期入会の者は正会員会費の
半額とし、後期入会の者は会費を免除する。 

第３章　会員の除名
第11条　年会費を所定の納期までに納入しない会員に対

しては、会計は勧告を行い理事会に報告しなけ
ればいけない。 

第12条　例会の欠席が連続３ヶ月におよんだ会員に対
して理事長は勧告を行い、勧告後１ヶ月以内に
適切なる善処の意思表示および行為のない場合
は、理事会に報告するものとする。 

　　２．本条並びに前条の報告を受けた理事会は、その
決議により、当該会員の状況などを勘案し、当
該会員を除名する旨の議案を総会に提出するこ
とができる。 

第４章　休　会
第13条　３ヶ月以上の長期にわたる欠席を余儀なくさ

れる時は、証明書類および休会届を理事長に提
出し、理事会の承認を得て休会することができ
る。ただし、休会中の会費は納入しなければな
らない。 

　　２．前項の承認は、各年度の理事会において得るこ

とを要する。
　　３．休会中の正会員は、総会及び理事会において議

決権を有せず、定足数に算入しないものとする。

第５章　復　会
第14条　休会していた会員が復会を希望する時は、復会

届を理事長に提出し、理事会の承認を得て復会
することができる。

第６章　転入会
第15条　公益社団法人日本青年会議所の正会員である他

の青年会議所の正会員が、本会議所への転入に
よる入会を希望するときは、所定の入会申込書
及び所属する青年会議所の理事長の推薦状を理
事長に提出し、理事会の承認を得て、正会員と
して入会することができる。

　　２．転入会期間は、前期入会を１月、２月及び３月
とし、後期入会を７月、８月及び９月とする。

第16条　転入会を承認された会員は、入会金の納入を
もって正会員となる。

第17条　転入会した会員の入会年度の会費は、前期入会
の者は年額全額とし、後期入会の者は半額とす
る。

第18条　転入会した正会員は、役員の選任に関して、他
の青年会議所での経歴を通算のうえ選挙権及び
被選挙権を有するものとする。

第７章　退　会
第19条　本会議所を退会しようとする会員は、その年度

の会費を納入して理事長に退会届を提出しなけ
ればならない。 

附　則　この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第１０６条第１項に定める
公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 
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（名称） 
第１条　本規則は、公益社団法人彦根青年会議所周年

関連事業積立金規則という。（ 以下周年関連積
立金という。） 

（目的） 
第２条　本会議所の周年において、周年に関連する事

業を開催するに際し、各年度、各種事業の目的
をこれに充当する。ただし、周年記念事業には
充当されないものとする。 

（積立金内訳） 
第３条　本積立金は各年度の剰余金ならびに理事会の

承認により認められたその他の収入をもって積
立てる。 

（積立金に対する請求権） 
第４条　会員個人は積立金に対し何等請求権を有しな

い。 
　　２　本会議所が解散した場合、積立金の残余財産

の有無にかかわらず一時閉鎖し総会の決議をし
なければならない。 

（運用） 
第５条　周年関連積立金を活用する場合、理事会は使

途の目的、金額等について審議し総会の決議を
得なければならない。 

（ 管理） 
第６条　積立金に関する書類備付については本会議所

の定款に準じ理事長は翌年２月に開かれる総会
に事業報告ならびに収支決算書の必要書類を提
出しその承認を求めなければならない。 

附　則　この規則は、平成２３年６月６日より施行する。 

－75－－74－

（名称） 
第１条　本規則は、公益社団法人彦根青年会議所周年記

念事業積立金規則という。（ 以下周年積立金と
いう。） 

（目的） 
第２条　本会議所の周年において、地域社会の健全な発

展を目的として開催する事業を記念事業とし、
各年度、各種事業の目的をこれに充当する。 

（積立金内訳） 
第３条　本積立金は各年度の剰余金ならびに理事会の承

認により認められたその他の収入をもって積立
てる。 

（積立金に対する請求権） 
第４条　会員個人は積立金に対し何等請求権を有しな

い。 
　　２　本会議所が解散した場合、積立金の残余財産の

有無にかかわらず一時閉鎖し総会の決議をしな
ければならない。 

（運用） 
第５条　周年積立金を活用する場合、理事会は使途の目

的、金額等について審議し総会の決議を得なけ
ればならない。 

（管理） 
第６条　積立金に関する書類備付については本会議所の

定款に準じ理事長は翌年２月に開かれる総会に
事業報告ならびに収支決算書の必要書類を提出
しその承認を求めなければならない。 

附　則　この規則は、平成２３年６月６日より施行す
る。 

公益社団法人 彦根青年会議所
周年記念事業積立金規則 

公益社団法人 彦根青年会議所
周年関連事業積立金規則



（活 用） 
第９条　本積立金を活用する場合、理事長は使途、内

訳、金額などについて当該年度の監事、副理事
長、専務理事と協議の上、活用しなければなら
ない。 

（報 告） 
第10条　理事長は、本積立金の支出については、活用後

すみやかに理事会及び総会に報告しなければな
らない。 

（管 理） 
第11条　本積立金の管理は当該年度の専務理事が行い、

定款第５８条の規定に準じ、理事長は翌年２月
通常総会に決算報告をし、その承認を得なけれ
ばならない。 

（定めのない事項） 
第12条　本規則に定めのない事項は、理事会の決議によ

るものとする。 

附　則　この規則は、平成２３年６月６日より施行する。 
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（名称） 
第１条　本規則は、公益社団法人彦根青年会議所緊急

災害対策積立金規則（以下「本積立金」とい
う。）と称する。 

（目的） 
第２条　本積立金は、災害時において本会議所が柔軟

かつ早急な対処・対応ができる事、並びに地域
社会に貢献できる経済的基盤の確立を目的とす
る。 

（財源） 
第３条　本積立金は、次の各号に定める財源をもって構

成する。 
（１）一般会計からの交付金 
（２）本積立金の資金として収受した金員等 
（３）義捐金、その他の方法により収受した金員
等 

（安全性の原則） 
第４条　本積立金の運用にあたっては、常に安全性を

考慮して運用を行うものとし、投機的な運用を
行ってはならない。 

（支出の原則） 
第５条　本積立金は、県内外の災害に対する人的支援

などに関する経費に限り、支出することができ
る。 

（運用利息） 
第６条　本積立金利息は当該年度の一般会計の収入とす

る。 

（請求権） 
第７条　定款第６０条にもとづき、いかなる会員も本積

立金に対する請求権を有しない。 
　　２．本会議所が解散した場合は、定款第７３条にも

とづき処理する。 

（統括責任者） 
第８条　当該年度の公益社団法人彦根青年会議所理事長

（以下「理事長」という）は、当該年度の本積
立金の運営についての統括責任者とする。 

公益社団法人 彦根青年会議所
緊急災害対策積立金規則



公益社団法人 彦根青年会議所 庶務規程

第１章　総　則 
第１条 本規程は、本会議所定款にもとづき、事務局、

会計経理、慶弔、見舞、ならびに出向に関する
事項を明確にするとともに、本会議所の運営の
円滑および合理化に資する事を目的とする。 

第２章　事務局 
第２条　事務局は、連絡業務、文書の処理、財務処理、

備品の管理、記録の保存を基本的任務とする。 

第３条　事務局長は、事務局を統轄し、総会及び理事会
の議事録を事務局に備え付けるものとする。事
務局長の任期は１ヶ年とする。ただし、重任は
妨げない。 

第４条　事務局は、事業年度毎に次の分類に従い、文書
等を整理保存しなければならない。 
（１）本会議所の定款・諸規則ならびに諸規程
（永久保存） 

（２）総会ならびに理事会議事録 （永久保存） 
（３）事業報告ならびに決算書類 （永久保存） 
（４）主務官庁より受信したる書類 （永久保存） 
（５）各委員会別議事録 （３年間保存） 
（６）会員名簿 （永久保存） 
（７）本会議所の会報とニュース綴 （永久保存） 
（８）事務局日誌 （３年間保存） 
（９）日本青年会議所、他青年会議所機関誌、又
はパンフレット等の関係書類 （１年間保存） 

（10）受発信簿       （１年間保存） 
（11）会計諸帳簿 （５年間保存） 
（12）例会記録、出席簿 （３年間保存） 
（13）前事項に存しない、重要と認められる書類
（１年間保存） 

第５条　事務局は、備品台帳を整理し、貸出、回収、廃
棄等の記録を行い備品を完全に整備しなければ
ならない。廃棄にあたっては、理事会の決議を
受けなければならない。 

第３章　会計経理
第６条　本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとす

る。 
（１）帳 簿 
総勘定元帳、現金・預金出納帳、会費明細書
（会費徴収簿）、基金台帳 

（２）決算書類及び諸表 
貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目
録、監査報告書 

（３）伝 票 
 振替伝票、入出金伝票 

第７条　金銭の出納は、会計が責任管理し次の証票を揃
えて起票し、期日順に整理するものとする。 
（１）収入については発行した領収証控 
（２）支出については受領した領収証 
（３）領収証徴収不可能なものについては受領不
可能理由を担当理事が記載、発行した支払証
明書 

第８条　出納はつとめて銀行の普通および当座預金口座
によって処理し口座名義は理事長（会計又は事
務局長）とし理事長印（会計又は事務局長印）
を使用する。 

第９条　予算の執行は担当委員長の権限とする。執行に
あたっては計画を綿密に立て、冗費をはぶき、
効果的に運用する事につとめ、単位事業が完了
した時にはすみやかに計算書・証票および関係
書類を揃え、捺印の上理事長に提出しなければ
ならない。 

第10条　会計は決算にあたっては、前払費用、未収金、
未払金等を整理し、仮払勘定は原則としてそれ
ぞれ担当の科目に振り替え、関係書類を照合、
かつ整理し、銀行預金残高証明書等の証拠書類
を整えなければならない。 

第11条　提出された決算書類は、理事会で審議し、監事
の監査を受けなければならない。 

第４章　慶　弔
第12条　会員は本規程第１３条の各号に該当する場合に

は、遅滞なく事務局に届出るものとする。 

－79－－78－



第13条　会員の慶弔に関しては次のとおり金品を贈る。 
（１）正会員の結婚の場合 10,000円 
（２）正会員の死亡の場合 20,000円及び供花一
対 

（３）正会員の配偶者の死亡の場合 20,000円及
び供花一対 

（４）正会員が７日以上の入院した場合 5,000
円 

（５）正会員の両親、子供及び同居親族の死亡
の場合 10,000円及び供花一対 

（６）正会員の実子誕生の場合 5,000円 
（７）上記の他、名誉会員、賛助会員、特別会
員、顧問、仮入会会員、事務局職員等の慶
弔の場合は、理事会の協議によりこれを決
定する。ただし緊急を要する場合には、理
事長の決裁によりこれを決定する事ができ
る。この場合、理事長は理事会に報告しな
ければならない。 

第５章　出　向
第14条　会員が日本青年会議所、同近畿地区協議会なら

びに滋賀ブロック協議会に出向する場合には、
本人の意思にもとづき、理事長の推薦を受けて
出向するものとする。 

第15条　第１４条により出向した者は、帰着後１週間以
内に所定の出向報告書を提出するとともに、直
近の例会または理事会においてその概要を報告
するものとする。 

附　則　この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の
整備等に関する法律第１０６条第１項に定める
公益社団法人の設立の登記の日から施行する。 
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１．名義後援（協力を伴わない後援）について「１９９４年度
　第１０回理事会」
　　彦根青年会議所の意志決定は、総会及び理事会によりなさ
　れるが、総会・理事会決議以外の事項については、理事長の
　決裁による。名義後援については、慣例的に理事会の承認を
　得ていたが、本会議所の協力を伴わない後援に限りこれを理
　事長決裁とし、理事　会に報告する形としたい。
　●単なる後援は報告とする。
　●協力を要する後援については、協力体制を明記した上で事
　　業計画書提案する。

１．青年会議所の決議について「１９９４年度第１０回理事
　会」「２００７年度第１６回理事会」
　　従来、修正動議は、（理事会の決議である以上２／３の評
　決数が必要）と解釈されてきた。しかし、これによると理事
　から主動議をより良いものにすべく動議が出されても、これ
　を可決することは難しいと言わざるを得ない。そこで、理事
　会の決議を引き出すための議事法上の決議を明確にし、理事
　の意見を反映出来るより良い理事会を目指したい（理事が議
　長である場合、議長は議決権を有する。）
　●定款５章第３６条に定める理事会の決議は、ロバート議事
　　法動議リスト（別添）のうち１４に掲げる「一般議事」に
　　含まれる。また、動議リスト１７「無効」は、１４「一般
　　議事」を否定するものなので、動議リストのうち「一般議
　　事」およびこれを覆すことが出来る「無効」の表決数を２
　　／３とし、これを彦根ＪＣ議事法の表決数としたい。
　●修正動議は、定款上の理事会の決議にはあたらない。修正
　　動議は、議案全体の審議を一時棚上げにし、特に指摘され
　　た部分を練るためのものであり、表決数は動議リストのと
　　おり、１／２とする。

１．協力・協賛ならびに後援の使い分けについて「１９９５年
　度第４回理事会」
　　理事会審議等で使う協力・協賛・後援を次の通り解釈する
　こととする。
　●協力：一緒に行動すること（労力を提供すること）。
　●協賛：金銭や物品等の援助をすること（但し行政は除く）。
　●後援：後方から援助すること（但し、正会員の事業所につ
　　いては記載をしない）。
　　支援する度合いは協力がもっとも強く、協賛、後援の順で
　これに続くと解釈し、対象とする相手は企業、団体、個人を
　区別しない。

１．彦青発文章の訂正について「１９９６年度第８回理事会」
　●内部向け文書：彦青発番号はそのままで、差し替え処理すること。
　●外部向け文書：彦青発番号を新たにとり、その中でお詫びと訂正を
　　明記して処理する。

公益社団法人 彦根青年会議所
理事会における申し合わせ事項一覧
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１．彦根青年会議所ホームページ記事内容について「１９９７
　年度第５回理事会」「２００７年度第１回理事会」「２０１
　４年度第１回理事候補者会議」
　　彦根青年会議所ホームページに記載する記事内容について
　は、随時新しい情報を掲載したいと考えているので、原則と
　して副理事長もしくは室長のチェックを経たあとなら掲載す
　ることが出来る。

１．協力・後援・協賛団体等の記載について「１９９７年度第
　６回理事会」「２００７年度第１回理事会」
　　事業計画書［様式：計－１］の４．［事業計画の概要・推
　進方法］④外部協力者の中に協力・後援・協賛団体がある場
　合は必ず記載する。

１．彦根青年会議所新聞発行スケジュール「１９９７年度第１
　０回理事会」「２０１５年度第１回理事候補者会議」
　①市民版発行についての審議・・・発行２ヶ月前の理事会
　②記事原稿についての協議・・・再編集が可能な直前の理事会
   （予告掲載記事については、制限事項をクリアしていればある程度掲載可）
　③理事会での指摘を委員会でチエック後、必要ならば記事の
　　修正・差し替えを行い、修正した点、しなかった点につい
　　て明記した資料を、理事会構成メンバーにファクシミリ、
　　またはメールにて送る。（送付する日は、理事会内におい
　　て、意見・要望の受付締め切り日と共に告知する）
　④最終原稿を正副理事長にて確認
　⑤原稿製版、作成の手順に従って市民版発行

１．会場図について「１９９７年度第１２回理事会」
　対外事業に関しては、必ず資料として添付する。対内事業に
　ついては、執行部の判断とする。

１．実行委員会等への参加に関する上程について
　上程が必要なもの
　●企画に直接関わる場合（例）彦根シティマラソン実行委員会
　●前年度と参加体制が変わる場合
　●予算執行を伴う場合
　上程が不要なもの
　●企画に直接関わらない場合
　●前年度と参加体制が同じ場合
　●予算執行を伴うが、過去の実績で諸渉外費にて処理するもの

１．議案取り下げ後の行動計画の記載について「２０００年度
　第６回理事会」
　　議案の独立性を鑑み、例え以前の取り下げ議案との関連の
　有無に係わらず、その議案のコンセプトおよび目的と意義の
　形成過程からの行動計画を記載するものとする。

１．仮入会者への推薦者の資格について「２０００年度第６回
　理事会」
　　向こう２カ年間の会員資格とは、推薦時点を含めた２事業
　年度とする。

１．勘定科目一覧表の採用について「２０００年度第９回理事会」
　　今回理事会の上程計画およびその報告書より、第８回理事
　会において配布、説明した勘定科目一覧表に基づいた予算書
　／決算書を作成することとする。

　●理事会承認後の事業内容変更に関する提案について「２００
　０年度第１０回理事会」「２００３年度第１２回理事会」
　　「一部変更点」については上程を原則とするが、下記の要
　件を満たす変更の場合、今後は正副会の判断により理事会の
　承認を経ることなく変更することができる。
　　①予算、アジェンダに変更がないこと
　　②事業の趣旨や推進方法に支障をきたさないこと
　　③参加対象者にはその都度適切な手段をもって周知を図ること
　　④直後の理事会において報告すること
　　⑤事業報告書において変更点を明記すること

１．予算の変更について「２０００年度第１４回理事会」「２
　００２年度第１３回理事会」
　　予算の変更は、一般に　①予算の流用　②予備費の使用　
　③補正予算　の順に行う。
　　予算の流用とは予算に計上された勘定科目の間で、支出不足
　になっている科目の予算残高を、超過となりそうな科目の支出
　に充当していくことをいう。勘定科目には、事業費、事務局費
　といった大きな分類を表す大科目、例会関係費、委員会事業費
　といった大科目の内訳を表す中科目、さらに中科目の細目を表
　す小科目という３段階の分類区分があるが、流用が認められる
　のは小科目間、または許可された中科目相互間（主に事業予備
　費）までで、大科目をまたいでの流用は通常認められない。
　　この予算の流用ができない場合には、予備費を使用して予算
　超過の支出額を補うことになるが、以上の処理を行ったときは、
　収支決算書において、その旨を注記する。
　　また、事業の運営中において、事業計画収支予算書の予算額
　を超過しそうな科目が生じた場合も　①（予算の流用は細目間
　・科目間の順）～③の順（ただし、複数の収入科目が設定され、
　それぞれに対する支出目的が異なる場合は①予算の流用よりも
　②予備費の使用が優先することもある。例えば例会開催におい
　て、例会会場費、例会運営費および例会通信費の収入科目に対
　して、（１）会場設営費（細目：例会会場費）、（３）資料作
　成費（細目：消耗品費）、（１２）通信費（細目：例会案内）
　および例会運営費からの（１６）予備費の支出科目を設定した
　とする。決算において（３）資料作成費（細目：消耗品費）に
　不足金、（１２）通信費（細目：例会案内）に余剰金がそれぞ
　れ生じた場合、明らかに支出目的が異なることから（１２）通
　信費（細目：例会案内）の科目間流用よりも（１６）予備費の
　使用を優先して行う。）で科目小計に不足金が不足金が生じな
　いように決算処理を行い、その旨を事業報告書に明記する。た
　だし、事業開催前で、理事会に計画書の提案ができる場合は、
　「予算変更」の上程を行う。
　　なお、迅速かつ適切に事業の執行ができるよう、一般的に予
　算の流用や予備費の使用は理事長の専決事項（実務上は正副会
　・室長会経由）とする。
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【議事動議リスト（注）】
　○…要、可　　×…否、不可　　ch…chairman（議長）
　１～１３まで優先順位に配列してある
（1）この動議は討論できない。修正については討論できる。
（2）１／２とは総投票数の過半数
（3）議長の裁断のみ、議長に異議あれば全員の投票を要す。
（4）２／３とは総投票数の２／３という意味。
（5）討論可能な動議に限り討論できる。
（6）再審議不可。しかし、もし可決されれば、一定の時間

後再び上程できる。

－85－－84－

　●添付資料の種類について「２００１年度第５回理事会」「２ 
　　００３年度第１回理事会」「２００９年度第１回理事会」
　　添付資料とは、議案書の指定様式以外の資料で、審議事項
　　となる事業計画書および事業報告書については審議資料、
　　協議資料、参考資料に分別する。
　●審議資料：本来様式１に記載されるべき事業概要において、
　　慎重審議を要する事項（事業概要詳細、会場レイアウト、
　　アンケート内容等）
　●協議資料：対外的に発信する記事やチラシ内容など、理事
　　会において広く意見を求める事項（市民版内容、チラシ内
　　容、提言書内容、褒賞申請理由書等）
　●参考資料：事業実施において、あくまでも参考とされる事
　　項（外部協力者プロフィール、会場地図、アンケート結果、
　　実行委員会企画書等）
　
※上記に記載の無い添付資料については、正副室長会の判断　
　とする。

　　【事業計画書記載例】「○月度（公開）例会開催」

　　　　８．［添付資料の種類］
　　　　　・審議資料－１「委員会タイム概要」
　　　　　・審議資料－２「会場レイアウト」
　　　　　・協議資料　　「○月度（公開）例会チラシ」

　　　　　・参考資料－１「会場周辺図」
　　　　　・参考資料－２「講師プロフィール」

１．委員会事業費の詳細記載について「２００１年度第５回理
　事会」
　事業計画収支予算書並びに事業収支決算書を作成するにあた
　り、複数の委員会事業費の拠出が発生する場合、それぞれの
　委員会における予算・決算の詳細を添付資料（審議）として
　提出するものとする。

１．協力金の拠出に関する報告書について「２００７年度第９
　回理事会」
　　他団体主催事業又は当会議所との共催事業（実行委員会主
　管）に関し協力金を拠出した場合において、協力金受け取り
　団体の報告書に担当委員会の所見を添付の上、理事会にて報
　告するものとする。なお協力金受け取り団体の報告書が翌年
　度となる場合には、次年度理事会に事業担当委員長の所見を
　添付の上、報告することとする。

１．委員長不在時の対応について「２０１７年度第１４回理事会」
　理事会において委員長が欠席または退出によって不在となる
　場合、該当委員会メンバーが職務代行者として出席出来るも
　のとする。

　●以上に記載のない「理事会における申し合わせ事項」につ
　　いては、例年第１回理事会にて決定する。

公益社団法人 彦根青年会議所
議事法動議リスト



第１条（名称） 
　本組織は、公益社団法人日本青年会議近畿地区滋
賀ブロック協議会災害支援ネットワーク（以下、Ｊ
Ｃ滋賀ブロック災害支援ネットワーク）と称する。 

第２条（目的） 
　本規定は、日常における危機管理の啓発と災害発
生時等における相互支援の円滑化を推進する事を目
的とする。 

第３条（構成） 
　ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワークは滋賀ブ
ロック協議会役員とブロック内会員会議所をもって
構成する。 

第４条（役員の選任） 
１. 滋賀ブロック協議会会長はＪＣ滋賀ブロック災害
支援ネットワーク会長に就任する。 

２. ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク会長の
任命により、滋賀ブロック協議会会員会議所理事
長及び会務系副会長はＪＣ滋賀ブロック災害支
援ネットワーク副会長に就任する。（副会長の人
選、エリア分け等ブロックの内情に応じ変更） 

３. ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク役員の就
任については、当該年度の前年度の滋賀ブロック
協議会会員会議所会議にて報告をしなければなら
ない。 

第５条（役員の任期） 
　役員の任期は、毎年１月１日から同年１２月３１
日までとする。 

第６条（事務局） 
１. ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク事務局
は、滋賀ブロック協議会事務局内に置く。また滋
賀ブロック協議会事務局長と同事務局員はそれぞ
れＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク事務局
長と同事務局員を兼任する。ＪＣ滋賀ブロック災
害支援ネットワーク担当委員会が存在する場合に
は、連携して職務にあたるものとする。 

２. 滋賀ブロック協議会事務局が役割を遂行すること
が困難な場合には、ＪＣ滋賀ブロック災害支援

ネットワーク会長と協議の上、適切な場所に事務局
を設ける。 

第７条（ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワークの発動） 
１. 滋賀ブロック内の地域で災害等が発生したとき、
ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク会長が必
要と認めた場合、ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネッ
トワークを発動し、本部を設立する。（順序やエ
リア分け等各ブロックの内情に順ずる）  

２. １項と同時に、被災地域の理事長は現地対策本部
を、ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク担当
副会長は情報支援本部をそれぞれ設立する。（順
序やエリア分け等各ブロックの内情に順ずる） 

３. 滋賀ブロック外の地域で災害等が発生したとき、
ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク会長が必
要と認めた場合、ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネッ
トワークを発動し、本部を設立する。（順序やエ
リア分け等各ブロックの内情に順ずる） 

４. ３項と同時に、ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネッ
トワーク担当副会長は情報支援本部を設立する。
（順序やエリア分け等各ブロックの内情に順ず
る） 

５. ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク会長が
１項及び３項を遂行することが困難な場合、ＪＣ
滋賀ブロック災害支援ネットワーク担当副会長が
代行してこれを行う。（順序やエリア分け等各ブ
ロックの内情に順ずる） 

６.　本部は西暦表示と具体的な命名をもち称する。
（順序やエリア分け等各ブロックの内情に順ず
る） 

７.　ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワークが発動
され、本部が設立された後、その旨を滋賀ブロッ
ク協議会役員会議にて報告をしなければならな
い。 

第８条（本部役員の選任） 
１. ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク会長は原
則として本部長に就任する。 

２. 本部長はＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワー
ク副会長より副本部長、支援情報本部長、現地対
策本部長を任命する。（順序やエリア分け等各ブ
ロックの内情に順ずる） 

３. 本部長は必要に応じて、他の本部役員を任命する
ことが出来る。（順序やエリア分け等各ブロック
の内情に順ずる） 

４. 第７条３項でＪＣ滋賀ブロック災害支援ネット
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公益社団法人彦根青年会議所近畿地区滋賀ブロック協議会
災害時における救援相互運営規程
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ワーク会長を代行したＪＣ滋賀ブロック災害支援
ネットワーク副会長は暫定の本部長となるが、そ
の任期はＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワーク
会長が本部長への就任が可能になるまで、若しく
は、目的達成と判断された場合、または解散する
までとする。（順序やエリア分け等各ブロックの
内情に順ずる） 

第９条（本部役員の職務） 
１. 本部長は、本部を統括し公益社団法人日本青年会
議所近畿地区協議会との連携を取る。 

２. 副本部長は、本部長を補佐する。 
３. 現地対策本部長は、現地対策本部を統括し、被災
地と現地対策本部の調整をはかり支援情報本部に
報告する。 

４. 支援情報本部長は、支援情報本部を統括し、本部
と現地対策本部との情報の受発信を行い支援情報
の管理を行う。 

５. 本部役員はＪＣ滋賀ブロック災害時における救援
相互運営マニュアルに準じて活動を行うものとす
る。 

第10条（解散） 
　本部長は本部役員と協議の上、目的達成と判断さ
れた場合、または解散を必要とする場合、滋賀ブ
ロック協議会役員会議の承認を得て本部を解散する
ことができる。但し、被災状況により本部の継続が
必要とされる場合、第５条の役員の任期にかかわら
ず継続して本部を設置することが出来る。 

第11条（継続） 
　ＪＣ滋賀ブロック災害支援ネットワークは公益社
団法人日本青年会議所近畿地区滋賀ブロック協議会
が存在する限り、継続して行うものとする。 
 
（付則）２０１３年１月１日 施行 

２０１０年１０月３０日 発行 
２０１２年１１月１５日 改訂 

彦根市及び周辺4町との災害協定書
災害時等における物資の供給協力に関する協定書

　彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町および多賀町（以下
「甲」という。）と公益社団法人彦根青年会議所（以下
「乙」という。）とは、災害時等における物資の供給協
力について、次のとおり協定を締結する。

（目的）
第１条　この協定は、地震・風水害その他の災害が発生

した場合、または発生するおそれがある場合（以
下「災害時」という。）において、甲が乙の協力
を得て行う迅速かつ円滑な応急救援活動につい
て、必要な事項を定めるものとする。

（要請）
第２条　甲は、災害時において応急救援活動として、

物資の確保を図るため、必要があると認めるとき
は、乙に対して乙の保有・準備する物資の供給を
要請するものとする。
２　甲は、災害時における物資の確保・調達を要
請するときは、災害時等における物資供給要請書
（別紙様式第１号。以下「要請書」という。）を
乙に提出するものとする。ただし、文書をもって
要請する時間的余裕がない場合は、甲は、電話に
より要請し、後日速やかに要請書を提出するもの
とする。
３　乙は、前項の要請を受託する場合は、物資供給
要請受託書（別紙様式第２号）を提出するものと
する。ただし、文書をもって要請する時間的余裕
がない場合は、乙に対し、電話により要請し、後
日速やかに要請書を提出するものとする。

（要請事項に基づく乙の措置）
第３条　乙は、要請を受けたときは、物資の優先供給等

に積極的に努めるものとする。

（物資の範囲）
第４条　甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲

げるもののうち甲が必要と認めるものとする。
（１）別表に掲げる物資
（２）その他甲が指定する物資

（物資の引渡し）
第５条　物資の引渡し場所は、原則として、甲が指定
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する場所とし、甲は、当該指定場所に職員を派遣
し、物資を乙の提供する物資調達確認書（別記様
式３号）等により確認の上引渡しを受けるものと
する。
２　前項の指定場所までの運搬は、乙または乙の指
定する者が行うものとし、避難所等への配送は、
甲または甲が協力を要請する運送業者等が行うも
のとする。

（費用）
第６条　物資の取引価格は、災害等発生直前における適

正な価格（運搬等に係る費用を含む。）を基準と
して、甲乙協議して定めるものとする。
２　甲は、引き取った物資の代金を、乙に対し、取
引後、速やかに支払うものとする。
３　第１項に規定するもののほか、この協定による
救援活動に要する経費については、甲乙協議の上
決定するものとする。

（連絡責任者）
第７条　第２条に規定する要請に関する事項の連絡責

任者として、甲においては災害担当所管の責任者
を、乙においては理事長をそれぞれ指定するもの
とする。

（協議）
第８条　この協定に定める事項について疑義が生じたと

きは、その都度甲および乙が協議して定めるもの
とする。

（有効期限）
第９条　この協定は、協定締結から効力を有するものと

し、甲または乙が文章をもって協定の終了を通知
しない限りその効力を有するものとする。

　この協定を証するため、本書を６通作成し、甲、乙記
名押印の上、それぞれ１通を保有するものとする。
 

【様式１号(第２条関係)】

公益社団法人　彦根青年会議所　様

第　　　号
年　月　日

各市町長 印

物資供給要請書

災害時等における物資の供給協力に関する協定書第２条第２項の
規定に基づき、次の物資の供給を要請します。

品名 規格 数量 引き渡し場所 引き渡し日時


